
（平成２２年５月１２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 76 件

国民年金関係 8 件

厚生年金関係 68 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 33 件

国民年金関係 12 件

厚生年金関係 21 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

埼玉国民年金 事案 3139 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成６年４月から７年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 48 年生 

    住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成５年７月から６年２月まで 

             ② 平成６年４月から７年３月まで 

    私は、ねんきん特別便が来たので、平成 20 年の春ころ、Ａ社会保険

事務所（当時）に行って相談したところ、未納期間があると言われた。

申立期間の保険料は、母が納付してくれたので、申立期間が未納となっ

ていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料について、申立人の母が

納付してくれたと主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号が

平成８年４月１日に払い出されており、当該時点ころ過年度納付可能な平

成６年３月から７年３月までの期間のうち、時効直前の６年３月のみが納

付されていることが確認でき、同様に過年度納付が可能な申立期間②の保

険料が納付されていないのは不自然である。 

   しかしながら、申立期間①の国民年金保険料は、国民年金手帳記号番号

が払い出された平成８年４月１日時点では時効により納付できない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成６年４月から７年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3141 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年４月から同年８月までの期間、47 年４月から同年９

月までの期間及び 50 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年４月から同年８月まで 

         ② 昭和 47 年４月から同年９月まで 

         ③ 昭和 50 年１月から同年３月まで 

私は、夫婦で国民年金に加入し、保険料は妻が夫婦の分を納付してき

た。申立期間①当時はアパートに来ていた集金人に妻が３か月ごとに夫

婦二人分の国民年金保険料を納付していた。 

申立期間②及び③はＡ市に転居してからの時期で、会社を辞めて以降、

妻が夫婦二人分を納付していた。申立期間が未納となっていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36 年４月以降 60 歳に至るまで申立期間①、②及び③を

除き国民年金加入期間中は保険料をすべて納付し、転居に伴う国民年金の

住所変更手続も適切に行っており、納付意識は高かったと考えられる。 

また、申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は夫婦連

番で払い出され、特殊台帳及びＡ市被保険者名簿により納付日が確認でき

る期間についてすべて同一日に納付しており、夫婦一緒に保険料を納付し

ていたと考えられることから、その妻が納付済みである申立期間①も納付

されていたと考えるのが自然である。 

さらに、申立期間②については、申立期間②直後の昭和 47 年 10 月から

48 年３月までの国民年金保険料を 49 年４月に過年度納付していることが

特殊台帳により確認でき、同期間と同一年度で、過年度納付が可能な申立



                      

  

期間②の保険料を納付しなかったとするのは不自然である。 

加えて、申立期間③については、申立人は、申立期間③前後の期間の国

民年金保険料を現年度納付しており、３か月と短期間である申立期間③の

保険料を納付できなかったとする特段の事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3142 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年４月から同年９月までの期間及び 49 年 10 月から 50

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

られることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年４月から同年９月まで 

         ② 昭和 49 年 10 月から 50 年３月まで 

私は、夫婦一緒に国民年金に加入し、夫婦の保険料を納付してきた。

昭和 46 年にＡ市に転居してからも、夫が会社勤めをしていたとき以外

は、当初は自宅に来ていた集金人に、納付書になってからは住宅ローン

を支払っていたＢ金庫Ｃ支店で私が夫婦二人分を納付していた。申立期

間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36 年４月以降 60 歳に至るまで国民年金加入期間中は申

立期間を除き保険料をすべて納付し、転居に伴う国民年金の住所変更手続

も適切に行っており、納付意識は高かったと考えられる。 

また、申立期間①については、申立人は申立期間①直後の昭和 47 年 10

月から 48 年３月までの国民年金保険料を 49 年４月に過年度納付している

ことが特殊台帳により確認でき、同期間と同一年度で、過年度納付が可能

な申立期間①の保険料を納付しなかったとするのは不自然である。 

さらに、申立期間②については、申立期間②のうち昭和 49 年 10 月から

同年 12 月までの期間は、夫婦一緒に納付してきたとする申立人の夫は納

付済みである上、申立人は申立期間②前後の期間の保険料を現年度納付し

ており、６か月と短期間である申立期間②の保険料を納付できなかったと

する特段の事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3146 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39 年８月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年８月から 40 年３月まで 

    私は、国民年金制度が発足した昭和 36 年４月から１か月の未納もな

く国民年金保険料を納付した。平成 20 年に「ねんきん特別便」により

未納期間があることを知り、Ａ社会保険事務所（当時）に問い合わせを

したところ、１か月は手違いということで訂正されたが、申立期間が未

納とされていることに納得できない。当該期間の国民年金保険料は、当

時住んでいたＢ区役所の窓口で納付した。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、当時居住していたＢ区

役所の窓口で納付したはずであると主張しているところ、申立人が所持す

る国民年金手帳によれば、昭和 37 年４月から同年 10 月までの国民年金印

紙検認記録欄にＢ区の検認印が確認できることから、申立人の主張に不自

然さは見当たらない。 

   また、申立人は、申立期間を除いて国民年金加入期間の保険料をすべて

納付しており、申立人の納付意識は高かったものと認められ、８か月と短

期間の申立期間のみが未納となっているのは不自然である。 

さらに、昭和 37 年 10 月の国民年金保険料は、申立人が所持する国民年

金手帳の検認印により、平成 20 年５月２日に記録訂正がなされており、

行政側の記録管理に誤りが認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3148 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和61年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 34 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 61 年２月及び同年３月 

    私は、勤めていた会社を退職した際には、年金に未加入期間があって

はいけないと思い、必ず国民年金に加入し、国民年金保険料を納付して

いた。申立期間についても、会社を退職後、すぐにＡ市役所（現在は、

Ｂ市役所）本庁の国民年金窓口で国民年金加入手続を行った。申立期間

は年度末であったこともあり、加入手続を行うと同時に昭和 61 年２月

及び同年３月の２か月分の納付書を同窓口にて、その場で発行してもら

い、保険料は同市役所内の正面玄関から入って右側にある窓口で手元に

あった現金で納付した。その後の保険料は自宅に届いた納付書で納付し

ていた。未納通知が届いたことは無く、62 年に第３号被保険者の手続

を行った際にも、申立期間が未納となっているとは言われなかった。申

立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は厚生年金保険被保険者資格喪失直後で年度末の２か月間に

当たるところ、Ａ市役所では、年度末に当たる時期の国民年金加入時にお

ける納付書の発行について、希望があった場合にはその場で納付書を発行

することは可能であったとしており、国民年金加入手続を行うと同時に保

険料の納付書を発行してもらったとする申立人の申述に不自然さは見られ

ない。 

また、申立人が納付したと申述している同市役所内の位置付近には、

申立期間当時はＣ銀行（現在は、Ｄ銀行）の窓口が設置されていたことか

ら、申立人の記憶と一致している。 



                      

  

さらに、申立人は、申立期間を除いて国民年金加入期間中の国民年金

保険料をすべて納付しており、２か月と短期間である申立期間について納

付できなかったとする経済的事情もうかがえない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3152 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和37年４月から39年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 11 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 36 年４月から 39 年３月まで     

    申立期間の国民年金保険料について、結婚後に区役所の職員が自宅に

国民年金の加入勧奨に来たので、国民年金手帳の発行日である昭和 37

年 12 月 24 日にＡ区役所Ｂ支所Ｃ出張所で加入手続し、その場で 36 年

４月から 37 年 12 月までさかのぼって一括納付しました。それ以降 39

年３月までは定期的に納付しているはずであり未納となっていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、結婚後に区役所の職員

が自宅に国民年金の加入勧奨に来たので、国民年金手帳の発行日である昭

和37年12月24日にＡ区役所Ｂ支所Ｃ出張所で加入手続し、その場で36年４

月から37年12月までさかのぼって一括で納付し、それ以降39年３月まで定

期的に納付したはずであると主張しているところ、同区役所の37年の広報

によると、区役所の職員が訪問による加入勧奨を行っており、出張所で国

民年金の加入手続及び現年度保険料の納付ができたとする記述が確認でき

ることから、申立期間のうち、37年４月から39年３月までの期間について

は、申立内容に不自然さはみられない。 

また、申立人が所持している国民年金手帳のうち、申立期間直後の昭和

39年度の検認欄には、印紙検認の記録が無いが、オンライン記録では納付

済みとなっていることから記録の不整合が見られる上、申立期間後の国民

年金の加入期間はすべて納付済みであることから、申立人の納付意識は高

かったものと認められる。 



                      

  

一方、申立期間のうち、昭和36年４月から37年３月までの期間について

は、国民年金手帳発行日からすると当該期間は過年度保険料となるが、過

年度保険料は現年度保険料とあわせて一括納付することができず別途納付

書で納付する必要があるが、申立人は当該納付に係る領収書を受け取った

記憶も無く、同区役所Ｂ支所Ｃ出張所以外で納付した記憶も無いと申述し

ている。さらに、当該期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 37 年４月から 39 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3153 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和51年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 24 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 51 年４月及び同年５月 

    申立期間の国民年金保険料について、結婚後に妻が夫婦二人分の国民

年金保険料を昭和 51 年から納付するつもりでいたが、区役所の職員に

さかのぼって 50 年から納付することができると言われたので、妻が夫

婦二人分を 50 年から納付したはずであり、妻が納付済みであるのに私

の分だけが未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、結婚後にその妻が夫婦

二人分の保険料をさかのぼって昭和50年から納付したはずであると主張し

ているところ、オンライン記録では申立期間の直前及び直後の期間は納付

済みである上、夫婦二人分の国民年金保険料を納付したとする妻は申立期

間が納付済みであることから、２か月と短期間の申立期間の保険料を申立

人のみ未納とするのは不自然である。 

また、結婚後に夫婦の保険料納付を任された申立人の妻は、当初昭和51

年から夫婦二人分の保険料を納付するつもりでいたが、50年から納付でき

ることを聞きさかのぼって納付したと証言しているところ、オンライン記

録では申立人の妻は50年４月から納付済みとなっていることから、申立人

の妻の証言は信 憑
ぴょう

性が高いものと認められる上、申立期間の保険料を納

付できなかったとする経済的事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3155 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年１月から同年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 38 年 12 月まで 

② 昭和 56 年１月から同年３月まで 

昭和 36 年ころ、申立期間当時居住していたＡ区にあるＢ寮に、黒い

服を着た同区役所の男性集金人が、「国民年金制度ができたので、加入

しませんか」と勧奨に来たので、私は同じ寮に居住していたＣ氏と一緒

にその場で国民年金の加入手続をした。国民年金保険料はその翌月くら

いから、Ｃ氏と一緒にその集金人に渡していた。当時の保険料額の記憶

は無く、Ｃ氏は既に他界しており、証言を得ることはできないが未納で

あることに納得できない。また、56 年１月から同年３月までについては、

Ｄ市役所Ｅ支所において納付しているはずであり、未納であることに納

得できない。   

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、Ｄ市役所Ｅ支所において、国民年金

保険料を納付していたとしているところ、オンライン記録では、申立期

間②に接する前後の期間の保険料は納付済みであることが確認できる上、

３か月と短期間である申立期間②の保険料を納付しなかったとする特段

の事情も見当たらない。 

 

２ 一方、申立期間①について、申立人は昭和 36 年ころ、同じ寮に居住

していたＣ氏と一緒にＡ区役所の職員を通じて、国民年金の加入手続及

び国民年金保険料の納付をしたとしているが、そのＣ氏について、申立

人の国民年金手帳記号番号の前後 700 人の被保険者を確認したところ該



                      

  

当者が存在しない上、氏名検索においても該当被保険者が見当たらず、

そのＣ氏の加入及び納付状況は確認ができなかった。 

また、申立人から申立期間①当時の国民年金保険料額及び保険料の納

付間隔についての具体的な供述を得ることができなかった上、申立人が

申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 56 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3170 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社における資格喪失

日に係る記録を昭和 61 年８月９日に訂正し、申立期間の標準報酬月額に

係る記録を 26 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 28 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 61 年７月 31 日から同年８月９日まで 

社会保険庁（当時）の記録では、Ａ株式会社に係る厚生年金保険の

被保険者資格を昭和 61 年７月 31 日に喪失したことになっているが、私

は、同年８月８日付けで解雇されるまで同社に勤務していた。解雇通知

書及び同年７月分（給与）支給明細書を保有しているので、記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社に係る事業所別被保険者名簿に記載されている申立人の厚生

年金保険の被保険者資格の喪失日及びＢ基金の加入員資格の喪失日は、い

ずれもオンライン記録と同じ昭和 61 年７月 31 日であることが確認できる。 

また、オンライン記録では、申立人と同様に昭和 61 年７月 31 日付けで

厚生年金保険の被保険者資格を喪失している者が 211 人確認できる。 

さらに、申立人が提出した昭和 59 年 10 月分及び同年 11 月分（給与）

支給明細書に記載されている健康保険料及び厚生年金保険料控除金額は、

いずれもその前月の同年９月及び同年 10 月の控除すべき金額と一致して

いることから、申立人が主張する 61 年７月分（給与）支給明細書から控

除されている厚生年金保険料は、同年６月の保険料である可能性が高い。 

しかしながら、Ｃ組合が保管していた被保険者台帳により、申立人の健

康保険の被保険者資格の喪失日は昭和 61 年８月９日であることが確認で

きる。 

また、申立人が保管していた通知書（昭和 61 年８月８日付け、Ａ株式



                      

  

会社破産管財人から従業員あて）の記載から、Ａ株式会社の従業員は昭和

61 年８月８日付けで同社破産管財人によって解雇され、雇用保険の被保

険者記録においても、申立人は同日付けで事業主の都合による離職をして

いることから判断すると、申立人が申立期間において同社に勤務していた

ことが認められる。 

さらに、申立期間にＡ株式会社の本社総務部に所属していた社会保険事

務担当者は、健康保険と厚生年金保険の資格喪失日が異なる者が存在して

いたという認識は無く、同社の破産に伴い解雇された従業員は全員昭和

61 年８月９日付けで健康保険及び厚生年金保険の資格を喪失したはずで

あり、申立人の給与から同年７月の厚生年金保険料を控除していなかった

ことは考えられない旨供述している。 

加えて、申立期間にＡ株式会社のＤ担当の取締役が保管していた倒産時

に支給すべきものを計算した資料において、申立人について「７月 21 日

～８月８日給料 165,156」との具体的な記載も確認でき、給与計算を担当

していた経理部次長も、申立人の給与から昭和 61 年７月の健康保険料だ

けを控除して厚生年金保険料を控除していなかったことは考えられない旨

供述している。 

なお、オンライン記録により申立人と同様に昭和 61 年７月 31 日付けで

Ａ株式会社に係る厚生年金保険の被保険者資格を喪失している同僚５人の

国民年金の資格取得日を調査したところ、その全員が、申立人と同様に同

年８月９日付けで資格取得手続を行っていることが確認できた。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 61 年６月の社会保険

事務所（当時）の記録から、26 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、Ａ株式会社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

事業主から保険料を納付したか否かについて確認することはできない。 

しかしながら、Ｂ基金は、申立期間当時の資格喪失届は５枚複写様式で

あり、社会保険事務所と同基金への届出は一体として行われていたと回答

しており、同基金の加入員記録の喪失日も昭和 61 年７月 31 日となってい

ることから、事業主が同日を厚生年金保険の被保険者資格の喪失日と届け、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年７月の厚生年金保険料に

ついて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行った

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付

した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3172 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ株式会社における資格取得日は昭和 35 年１月 31 日、資格喪

失日は同年７月 18 日であることが認められることから､申立人の厚生年金

保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

また、当該期間の標準報酬月額については、１万 4,000 円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

      申 立 期 間 ：  ① 昭和34年９月１日から35年11月１日まで 

               ② 昭和36年５月22日から同年８月１日まで 

              ③ 昭和43年12月21日から45年５月１日まで 

                ④ 昭和48年１月21日から49年２月21日まで 

社会保険庁（当時）の記録では、申立期間①から④までについて、勤

務していた各会社の厚生年金保険の被保険者期間が無いことに納得がい

かない。 

私は、平成 14 年＊月＊日（当時 65 歳９か月）に、老齢厚生年金保険

の裁定請求をするために社会保険事務所（当時）に出向いた際、担当者

から「被保険者期間が 17 か月不足しているため老齢厚生年金の受給権

が無いが、一時金は受け取ることができる。」と説明を受けたが、不足

月数があることに納得がいかず、その時は一時金を請求しなかった。そ

の後も再三に渡り社会保険事務所に足を運んだものの「これ以上年金記

録照会をしても、223 か月分の記録しか出てこない。一時金を受け取る

のが一番いい。」と言われ、16 年＊月＊日（当時 68 歳６か月）に、受

給権が無いのなら仕方がないと思い、一時金 36 万 2,400 円を受け取っ

た。 

その後、年金問題が浮上したことから、再度社会保険事務所で年金記

録を照会したところ、平成 20 年４月９日、昭和 45 年６月から同年 10

月までの被保険者期間４か月間が新たに見付かった。 

以上の経緯から、当該全申立期間についても、何かの手違いで被保険

者期間が欠落しているのではないかという不信感でいっぱいである。 



                      

  

第三者委員会で調査の上、当該全期間について被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１  申立期間①（昭和 34 年９月１日から 35 年 11 月１日まで）について、

Ａ株式会社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名

簿」という。）において、申立人が主張する申立期間①のうち、35 年１

月 31 日から同年７月 18 日までの期間については、申立人と氏名がおお

むね一致（申立人はＢ氏であるが当該記録はＣ氏である。また読み方は

双方とも「Ｄ」である。）し、かつ、生年月日が同じである基礎年金番

号に未統合の記録が確認できる上、当該事業所の事業主から提出された

健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書（以下「資格喪失通

知書」という。）から、被保険者名簿と同じく「Ｅ」氏が同年７月 18

日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失していることが確認できる。 

また、申立人は、「Ａ株式会社にはＦ線で通勤しており、Ｇ部門で働

いていた。」と主張しているところ、Ｈであったと供述するＩ氏（昭和

８年＊月生まれ）は、「申立期間当時、Ｊ姓は二人いた。一人はＫ出身

で中学を出たばかりの子であり、もう一人はＦ線から通っている色白の

青年で、私より２、３歳若かったと記憶している。Ｇ部門で働いてい

た。」と供述している。 

なお、Ｉ氏の供述のとおり、被保険者名簿において、昭和 34 年５月

11 日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、37 年５月 18 日に同資格

を喪失しているもう一人のＪ姓であるＬ氏が確認できるが、申立人とは

生年月日及び名も異なっていることが確認できる。 

以上のことを踏まえると、当該「Ｍ」氏の被保険者名簿の記録は、申

立人の記録であると認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 35 年１月 31 日に被保険

者資格を取得した旨の届出及び同年７月 18 日に被保険者資格を喪失し

た旨の届出を事業主が社会保険事務所に対し行ったことが認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、Ａ株式会社に係る被保険

者名簿における当該未統合記録から、１万 4,000 円とすることが妥当で

ある。 

 

２ 申立期間①のうち、昭和 34 年９月１日から 35 年１月 31 日までの期

間及び 35 年７月 18 日から同年 11 月１日までの期間については、被保

険者名簿から申立人の氏名を確認することができない上、前述の事業主

は、「資格喪失通知書のみ現存しており、当時の事業主は既に他界して

いることから、申立人に係る当該期間の勤務実態及び保険料控除につい

ては不明である。」と供述している。 

また、前述のＩ氏は、「申立人に係る勤務期間の特定及び保険料控除



                      

  

については不明である。」と供述しており、申立人の当該期間における

勤務実態及び保険料控除についての供述を得ることはできなかった。 

 

３ 申立期間②について、申立人はＮ地にあったＯ株式会社に勤務し厚生

年金保険料を控除されていたと主張しているところ、Ｏ株式会社の事業

主は、当時の人事記録、社会保険料控除を確認できる関連資料は既に保

存期間満了につき保存していないとしており、申立人の申立期間②に係

る勤務実態、厚生年金保険料控除の事実をうかがわせる供述及び関連資

料を得ることができない。 

また、申立人は同僚の氏名を記憶していないことから、申立期間②当

時に当該事業所において被保険者記録のある同僚８人を任意に抽出し照

会したところ、４人から回答が得られた。そのうちの一人から「Ｊさん

という人は知っている。」との回答が得られたが、当該同僚は名字しか

記憶していないため、当該事業所において申立期間②に被保険者記録の

存在するＪ姓について確認したところ、オンライン記録において７人存

在することが確認できたものの、申立人も当時の写真等は所持していな

いとしていることから同僚の記憶するＪ氏が申立人であることの確認は

できず、回答の得られた同僚３人は、申立人について記憶していないと

している。 

さらに、申立人の申立期間②における事業所に係る厚生年金保険被保

険者名簿 85 枚を確認したが、申立人の氏名は確認できず、健康保険証

番号の欠番も無い。 

 

４  申立期間③について、申立人はＰ区に存在した（１）Ｑ株式会社

（現在は、Ｒ株式会社。以下「Ｑ」という。）及びＳ市に存在した

（２）Ｔ株式会社（現在は、Ｕ株式会社。以下「Ｔ」という。）に、期

間の特定はできないものの、別々の期間、２事業所で勤務していたと主

張しているところ、 

 

(１）Ｑについて 

事業主は、現存している申立期間③当時の人事記録等の記録にお

いて申立人の氏名は確認できないとしていることから、申立人の申

立期間③に係る勤務実態、厚生年金保険料控除の事実をうかがわせ

る供述及び関連資料を得ることができない。 

また、申立人は同僚の氏名を記憶していないことから、申立期間

③当時に当該事業所において被保険者記録のある同僚５人を任意に

抽出して照会したが、そのいずれからも回答が得られない上、申立

人の申立期間③における事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿 219

人分を確認したが、申立人の氏名は確認できず、健康保険証番号の

欠番も無い。 



                      

  

 

(２）Ｔについて 

事業主は、当時の人事記録、社会保険料控除を確認できる関連資

料は既に保存期間満了につき、保存していないとしており、申立人

の申立期間③に係る勤務実態、厚生年金保険料控除の事実をうかが

わせる供述及び関連資料を得ることができない。 

また、申立人は同僚の氏名を記憶していないことから、申立期間

③当時に当該事業所において被保険者記録のある同僚 15 人を任意に

抽出し照会したところ、10 人から回答が得られたが、いずれも申立

人のことは記憶していないとしていることから、申立人の申立期間

③に係る勤務実態、保険料控除を確認できる供述を得ることができ

なかった。 

さらに、申立人の申立期間③における事業所に係る厚生年金保険

被保険者名簿 40 人分を確認したが、申立人の氏名は確認できず、健

康保険証番号の欠番も無い。 

 

５ 申立期間④について、申立人はＶ市に存在した（１）Ｗ株式会社（以

下「Ｗ」という。）及び同じくＶ市に存在した（２）Ｘ株式会社（以下

「Ｘ」という。）に、期間の特定はできないものの、別々の期間、２事

業所で勤務していたと主張しているところ、 

 

（１）Ｗについて 

事業主は、現存している申立期間④当時のＹ記録等に申立人の氏

名は確認できないとしていることから、申立人の申立期間④に係る

勤務実態、厚生年金保険料控除の事実をうかがわせる供述及び関連

資料を得ることができない。 

また、申立人は同僚の氏名を記憶していないことから、申立期間

④当時に当該事業所において被保険者記録のある同僚６人を任意に

抽出して照会したところ、３人から回答が得られたが、いずれも申

立人については記憶していないとしていることから、申立人の勤務

実態、保険料控除における供述を得ることができなかった。 

さらに、申立人の申立期間④における事業所に係る厚生年金保険

被保険者名簿 160 人分を確認したが、申立人の氏名は確認できず、

健康保険証番号の欠番も無い。 

なお、類似する事業所の名称として、Ｚ区にａ株式会社が存在し

ていることから、念のため、申立人の申立期間④における同社に係

る厚生年金保険被保険者名簿 60 人分を確認したが、申立人の氏名

は確認できなかった。 

 

（２）Ｘについて 



                      

  

事業主は、当時の人事記録、社会保険料控除を確認できる関連資

料は既に保存期間満了につき保存していないとしており、申立人の

申立期間④に係る勤務実態、厚生年金保険料控除の事実をうかがわ

せる供述及び関連資料を得ることができない。 

また、申立人は同僚の氏名を記憶していないことから、申立期間

④当時に当該事業所において被保険者記録のある同僚６人を任意に

抽出して照会したところ、３人から回答が得られたが、いずれも申

立人のことは記憶していないとしていることから、申立人の申立期

間④に係る勤務実態、保険料控除を確認できる供述を得ることがで

きなかった。 

さらに、申立人の申立期間④における事業所に係る厚生年金保険

被保険者名簿 90 人分を確認したが、申立人の氏名は確認できず、

健康保険証（厚年整理）番号の欠番も無い。 

なお、類似する事業所の名称としてＰ区にｂ株式会社が存在する

が、申立人はＶ市の事業所において勤務していたと主張していると

ころ、ｂ株式会社の事業主から、「Ｖ市は営業区域内ではない。」

との回答が得られた。 

 

６ 申立期間②から④までに係るすべての事業所が加入しているｃ基金か

らは、「基金が保有する記録から、申立人の氏名は確認できない」との

回答があった上、申立期間①から④までのすべての期間において、申立

人に係る雇用保険被保険者資格取得データの確認もできなかった。 

 

７ このほか、申立人の申立期間（昭和 35 年１月 31 日から同年７月 18

日までを除く）における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

８ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①のうちの昭和 34 年

９月１日から 35 年１月 31 日までの期間、35 年７月 18 日から同年 11 月

１日までの期間及び申立期間②から④までに係る厚生年金保険料を各事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3173 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 149 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（149 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3174 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を、申立期間①は 66 万円、申立期間②は 60 万円とすることが必要で

ある。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 32 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（申立期間①は 66 万円、申立期間

②は 60 万円）に基づく厚生年金保険料を、事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後



                      

  

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3175 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 72 万 2,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 27 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（72 万 2,000 円）に基づく厚生年

金保険料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3176 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 75 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（75 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3177 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険

法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とな

らない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記

録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を 80

万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（80 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3178 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 48 万 7,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（48 万 7,000 円）に基づく厚生年

金保険料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3179 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 72 万 5,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（72 万 5,000 円）に基づく厚生年

金保険料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3180 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を、申立期間①は 72 万 5,000 円、申立期間②は 67 万 5,000 円とする

ことが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（申立期間①は 72 万 5,000 円、申

立期間②は 67 万 5,000 円）に基づく厚生年金保険料を、事業主により賞

与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後



                      

  

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3181 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を、申立期間①は 63 万 7,000 円、申立期間②については 58 万 7,000

円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（申立期間①は 63 万 7,000 円、申

立期間②は 58 万 7,000 円）に基づく厚生年金保険料を、事業主により賞

与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後



                      

  

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3182 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 58 万 4,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 47 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（58 万 4,000 円）に基づく厚生年

金保険料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3183 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 61 万 2,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（61 万 2,000 円）に基づく厚生年

金保険料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3184 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 48 万 4,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（48 万 4,000 円）に基づく厚生年

金保険料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3185 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 53 万 4,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 52 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（53 万 4,000 円）に基づく厚生年

金保険料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3186 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 48 万 5,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（48 万 5,000 円）に基づく厚生年

金保険料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3187 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 58 万 3,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（58 万 3,000 円）に基づく厚生年

金保険料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3188 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 48 万 4,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（48 万 4,000 円）に基づく厚生年

金保険料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3189 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 36 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（36 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3190 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 49 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 52 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（49 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3191 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 54 万 5,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（54 万 5,000 円）に基づく厚生年

金保険料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3192 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間①及び②に係

る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の

納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与

額に係る記録を 44 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（44 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3193 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 46 万 2,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（46 万 2,000 円）に基づく厚生年

金保険料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3194 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 44 万 6,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 56 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（44 万 6,000 円）に基づく厚生年

金保険料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3195 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 42 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 52 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（42 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3196 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 42 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（42 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3197 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 37 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 55 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（37 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3198 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 34 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 58 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（34 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3199 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 42 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 56 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（42 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3200 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 42 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年７月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与を支給され、厚生年

金保険料が控除されている。しかし、社会保険事務所（当時）には当該

賞与に係る記録が無いので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（42 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3201 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 20 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年７月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与を支給され、厚生年

金保険料が控除されている。しかし、社会保険事務所（当時）には当該

賞与に係る記録が無いので訂正してほしい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（20 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3202 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を、申立期間①は 36 万円、申立期間②は 40 万円とすることが必要で

ある。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（申立期間①は 36 万円、申立期間

②は 40 万円）に基づく厚生年金保険料を、事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後



                      

  

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3203 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を、申立期間①は 25 万円、申立期間②は 34 万円とすることが必要で

ある。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 54 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（申立期間①は 25 万円、申立期間

②は 34 万円）に基づく厚生年金保険料を、事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後



                      

  

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3204 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 24 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 56 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（24 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3205 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を５万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 60 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年７月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与を支給され、厚生年

金保険料が控除されている。しかし、社会保険事務所（当時）には当該

賞与に係る記録が無いので訂正してほしい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（５万円）に基づく厚生年金保険料

を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3206 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 22 万 5,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 61 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（22 万 5,000 円）に基づく厚生年

金保険料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3207 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を５万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年７月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与を支給され、厚生年

金保険料が控除されている。しかし、社会保険事務所（当時）には当該

賞与に係る記録が無いので訂正してほしい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（５万円）に基づく厚生年金保険料

を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3208 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係るの標準賞与額の記録については、厚生年金保

険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額と

ならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該

記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を、

申立期間①は３万円、申立期間②は 28 万 8,000 円とすることが必要であ

る。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 57 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（申立期間①は３万円、申立期間②

は 28 万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を、事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後



                      

  

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3209 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を、申立期間①は 10 万円、申立期間②は 28 万円とすることが必要で

ある。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（申立期間①は 10 万円、申立期間

②は 28 万円）に基づく厚生年金保険料を、事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後



                      

  

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3210 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間標準賞与額の記録については、厚生

年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞

与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、

当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録

を、申立期間①は 10 万円、申立期間②は 36 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（申立期間①は 10 万円、申立期間

②は 36 万円）に基づく厚生年金保険料を、事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ



                      

  

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3211 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 20 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年 12 月 15 日に 12 月分賞与を支給され、厚生

年金保険料が控除されている。しかし、社会保険事務所（当時）には当

該賞与に係る記録が無いので訂正してほしい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（20 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3212 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 10 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 54 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年 12 月 15 日に 12 月分賞与を支給され、厚生

年金保険料が控除されている。しかし、社会保険事務所（当時）には当

該賞与に係る記録が無いので訂正してほしい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（10 万円）に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3213 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を５万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 34 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年 12 月 15 日に 12 月分賞与を支給され、厚生

年金保険料が控除されている。しかし、社会保険事務所（当時）には当

該賞与に係る記録が無いので訂正してほしい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（５万円）に基づく厚生年金保険料

を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3214 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 40 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

             ② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（40 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3215 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を、申立期間①は 33 万円、申立期間②は 28 万円とすることが必要で

ある。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

             ② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（申立期間①は 33 万円、申立期間

②は 28 万円）に基づく厚生年金保険料を、事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後



                      

  

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3216 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 46 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 56 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 18 年７月 15 日 

             ② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（46 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3217 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 36 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 56 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 18 年７月 15 日 

             ② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（36 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3218 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 35 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 60 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

             ② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（35 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3219 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 56 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

             ② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（56 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3220 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 40 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 54 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

             ② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（40 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3221 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を、申立期間①は 50 万円、申立期間②は 48 万 6,000 円とすることが

必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

             ② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（申立期間①は 50 万円、申立期間

②は 48 万 6,000 円）に基づく厚生年金保険料を、事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後



                      

  

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3222 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａに係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る

記録を 35 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 57 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 15 日 

             ② 平成 18 年 12 月 15 日 

    株式会社Ａから平成 18 年７月 15 日に７月分賞与及び同年 12 月 15 日

に 12 月分賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されている。しかし、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ提出の給与支給控除項目一覧表から、申立人は、申立期間に

おいて、申立人が主張する標準賞与額（35 万円）に基づく厚生年金保険

料を、事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして届出を行っているこ

と、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないことを認

めていることから、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3223 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、

Ｂ株式会社）における資格喪失日に係る記録を昭和 41 年 11 月１日に訂

正し、申立期間の標準報酬月額に係る記録を２万 6,000 円とすることが

必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

  住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 41 年 10 月１日から同年 11 月１日まで 

    申立期間の厚生年金保険の加入記録の空白は、Ａ株式会社から関連会

社のＣ株式会社に出向したものである。この期間について厚生年金保険

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

  Ｂ株式会社提出の人事記録及び厚生年金保険管理台帳並びに同僚の供述

により、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 41 年 11 月１日に同社から

Ｃ株式会社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認められる。 

  また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ株式会社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿に記載の昭和 41 年９月の標準報酬月額から、

２万 6,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、Ｂ株式会社は納付関連資料が無く不明としており、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかではな

いと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事

務所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連

資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3224 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、申立期間の標準賞与額に係る記録を 98 万 4,000 円に訂正することが

必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 35 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 15 年 12 月 10 日 

    ねんきん定期便によると、株式会社Ａにおける厚生年金保険の平成

15 年 12 月 10 日支給賞与（98 万 4,000 円)の記録が無い。同月に賞与が

支給されているので、申立期間を賞与支給月として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ａの親会社である株式会社Ｂから提出された申立人の平成 15

年冬期賞与明細書及び同年分賃金台帳により、申立人は、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の標準賞与額については、申立期間の賞与明細書及び平成

15 年分賃金台帳から 98 万 4,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立人の申立期間に係る賞与額の届出を、申立人が平成 15 年

12 月９日に被保険者資格を喪失した株式会社Ｂの被保険者として、社会

保険事務所（当時）に対し誤って提出したことを認めていることから、こ

れを履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案3225 

 

第１  委員会の結論 

申立人のＡ株式会社Ｂ所（現在は、Ｃ株式会社Ｄ所）における厚生年金

保険被保険者資格喪失日は昭和 21 年１月 25 日であることが認められるこ

とから、厚生年金保険被保険者資格喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額は、70 円とすることが妥当である。 

 

第２  申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

氏 名  ： 男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日  ： 大正14年生 

住 所  ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 20 年５月 15 日から 21 年１月 25 日まで 

私は、昭和 18 年１月 11 日にＡ株式会社Ｂ所に入社しＥの技手として

勤務を始め、58 年３月 31 日に定年退職するまでＣ株式会社の同一企業

内で継続勤務した。 

ねんきん特別便では昭和 32 年６月１日以前の記録がすべて無かった

が、社会保険庁（当時）で調査の結果、申立期間以外の記録が発見され、

被保険者期間として認められた。申立期間は、会社が空襲を避けるため

出張所をＦ市に設け、そこで勤務していた。厚生年金保険にも加入して

いたので被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は昭和 18 年１月 11 日から 21 年１月 25 日までＡ株式会社Ｂ所に

Ｅとして勤務し、その間、厚生年金保険（当時の名称は労働者年金保険）

に加入したとしているが、社会保険事務所（当時）の記録では、20 年５

月 15 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したものとされている。 

しかしながら、Ｃ株式会社Ｄ所が提出した人事記録によると、申立人は

昭和 18 年１月 11 日に入職、技術教習修了後、役名は技手として同年 12

月１日に入社、21 年１月 25 日付けで同社Ｇ本店に転任とあり、当該期間

において継続勤務していることが確認できる上、照会した同僚 16 人のう

ち、11 人から回答があり、そのうちの３人が申立人は申立期間に当該事

業所に勤務していたと供述している。 



                      

  

また、申立人と同様に、Ａ株式会社Ｂ所から空襲を避けるためＨ出張所

に疎開して勤務していた同僚は、「自分はＩで入職して 10 か月間職業訓

練を受けてＪになったが厚生年金保険に加入しており、給与明細書も所持

しており厚生年金保険料を控除されていた。申立人は職業訓練を受けた技

手であり、私より上級職で、当然厚生年金保険に加入していたことは間違

いない。」と供述していること、同社における当時の総務、給与担当者の

厚生年金保険者資格取得に係る証言並びに同社社史の厚生年金保険被保険

者資格取得及び保険料負担に係る記述から判断すると、申立人は、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが推

認できる。 

ところで、オンライン記録では、申立人は昭和 18 年１月 11 日に被保険

者資格を取得し、20 年５月 15 日に被保険者資格を喪失した記録となって

いる。しかしながら、Ａ株式会社Ｂ所の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿（以下「被保険者名簿」という。）については、戦災によりすべて焼失

し、現存する被保険者名簿は、21 年当時在職していた者を対象に復元さ

れたものであることが確認でき、当該被保険者名簿には、申立人の被保険

者記録は同年１月 25 日以降のものしかない。また、年金番号を払い出し

た際に作成される被保険者台帳索引票には、申立人の記録が存在し、申立

人の年金番号及び 18 年１月 11 日に資格を取得したことが確認できるが、

被保険者資格の喪失日については確認できない。申立人の年金番号に係る

被保険者台帳には、オンライン記録と同じ 18 年１月 11 日に被保険者資格

を取得し 20 年５月 15 日に被保険者資格を喪失した記録となっている。 

さらに、申立人と同日の昭和 20 年５月 15 日に資格を喪失したとされる

ほかの同僚の厚生年金保険被保険者台帳における備考欄には、「一部照合

済台帳 32.１.26」及び「全期間に対応する名簿 20.５.17（焼失）」と記

載されていることから判断すると、当該被保険者台帳の記録は、被保険者

名簿の焼失により資格喪失日が確認できなかったことから、焼失のきっか

けと推認されたＫ空襲（20 年５月 14 日）の翌日の 20 年５月 15 日を資格

喪失日に設定したものと推認できる。したがって、オンライン記録上の喪

失日は、事実に則したものとは認められない。 

以上の事実を前提にすると、申立てに係る厚生年金保険の事実に則した

喪失日の記録が無いことの原因としては、事業主の届出漏れ、保険者によ

る被保険者名簿への記入漏れ、被保険者名簿の焼失等の可能性が考えられ

るが、被保険者名簿の大規模な焼失等から半世紀も経た今日において、保

険者も被保険者名簿の完全な復元をなしえない状況の下で、申立人及び事

業主にその原因がいずれにあるのかの特定を行わせることは不可能を強い

るものであり、同人らにこれによる不利益を負担させるのは相当でないと

いうべきである。 



                      

  

以上を踏まえて、本件をみるに、申立人が申立期間中に継続勤務した事

実及び事業主による保険料の控除の事実が推認できること、申立てに係る

厚生年金保険の記録は、事業主がその届出を行った後に焼失した可能性が

相当高いと認められる一方で、この推認を妨げる特段の事情は見当たらな

いこと等の諸事情を総合して考慮すると、申立人の申立てに係る事業所に

おける厚生年金保険被保険者の資格喪失日は昭和 21 年１月 25 日とするこ

とが妥当であると判断する。 

また、申立期間の標準報酬月額については、人事記録の給与額から 70

円とすることが妥当である。 

なお、記録を管理する保険者は、戦災・火災等の大規模な事故により、

被保険者名簿が焼失等したことから、現存する厚生年金保険の記録に相当

の欠落が見られるなど、記録の不完全性が明らかな場合においては、当該

記録の欠落の原因が申立人又は事業主にあることが特定できない案件に関

して、実情にあった適切な取扱基準を定め、これに対処すべきであるが、

現時点ではこれが十分になされているとは言えない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3226 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立人の申立期間①について、申立人のＡ株式会社における厚生年金

保険被保険者資格の喪失日は平成４年６月１日であると認められること

から、喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

  なお、申立期間①の標準報酬月額については 24 万円とすることが妥

当である。 

２ 申立期間②について、申立人のＢ株式会社における厚生年金保険被保

険者資格の喪失日は平成４年 10 月 28 日であると認められることから、

喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

  なお、申立期間②のうち平成４年７月から同年９月までの期間の標準

報酬月額については、22 万円とすることが妥当である。 

３ 申立人は、申立期間②のうち平成４年 10 月 28 日から同年 12 月１日

までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＢ株式会社における上記訂正後

の資格喪失日に係る記録を同年 12 月１日に訂正し、同年 10 月及び同年

11 月の標準報酬月額に係る記録を 24 万円とすることが妥当である。 

  なお、事業主は、申立人に係る平成４年 10 月及び同年 11 月の厚生年

金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成３年 11 月 30 日から４年６月１日まで 

             ② 平成４年７月 31 日から同年 12 月１日まで 

    社会保険庁（当時）の記録によると、Ａ株式会社に勤務していた申立

期間①及びＢ株式会社に勤務していた申立期間②の厚生年金保険被保

険者期間が欠落しているので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、雇用保険の被保険者記録から、申立人がＡ株式

会社に平成４年５月 31 日まで継続して勤務していたことが認められる。 



                      

  

    一方、オンライン記録によると、申立人のＡ株式会社における厚生年

金保険被保険者資格喪失日は平成３年 11 月 30 日と記録されているが、

当該処理は、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった４年１月

16 日の後の同年８月 25 日に３年 10 月の定時決定の記録を取り消した

上で遡及
そきゅう

して行われており、ほかの複数の同僚においても同様の処理が

なされていることが確認できる。 

    しかし、このように遡及
そきゅう

して資格喪失の処理を社会保険事務所（当

時）が行う合理的な理由は見当たらない。 

    これらを総合的に判断すると、上記資格の喪失処理に係る記録は有効

なものとは認められず、申立人の資格喪失日は、雇用保険における離職

日の翌日の平成４年６月１日であると認められる。 

  なお、申立期間①の標準報酬月額については、事業主が社会保険事務

所に当初届け出た記録から、24 万円とすることが妥当である。 

 

  ２ 申立期間②について、雇用保険の被保険者記録から、申立人がＢ株式

会社に平成４年 11 月 30 日まで継続して勤務していたことが認められる。 

    一方、オンライン記録によると、申立人のＢ株式会社における厚生年

金保険被保険者資格喪失日は平成４年７月 31 日と記録されているが、

当該処理は、同社が同日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなった後

の同年 10 月 28 日に同年 10 月の定時決定の記録を取り消した上で、

遡及
そきゅう

して行われており、ほかの複数の同僚においても同様の処理が行わ

れていることが確認できる。 

    しかし、このような資格の喪失処理を社会保険事務所が行う合理的な

理由は見当たらない。 

    これらを総合的に判断すると、上記資格の喪失処理に係る記録は有効

なものとは認められず、申立人の資格喪失日は、当該遡及
そきゅう

処理が行われ

た平成４年 10 月 28 日であると認められる。 

    なお、申立期間②のうち平成４年７月から同年９月までの期間に係る

標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に当初届け出た記録

から、22 万円とすることが妥当である。 

 

３ 申立期間②のうち、平成４年 10 月 28 日から同年 12 月１日までの期

間については、雇用保険の記録及び申立人が所持する給与明細書により、

申立人がＢ株式会社において継続して勤務し、当該期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

    また、申立期間②のうち平成４年 10 月及び同年 11 月の標準報酬月額

については、事業主が社会保険事務所に当初届け出た同年 10 月の定時

決定の記録から、24 万円とすることが妥当である。 



                      

  

    一方、オンライン記録によれば、Ｂ株式会社は、平成４年７月 31 日

に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、その後は申立期間②

を含めて適用事業所としての記録が無い。しかし、同社は、申立期間②

当時、法人の事業所であったことが確認できることから、当時の厚生年

金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

    なお、事業主が申立人に係る平成４年 10 月及び同年 11 月の保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、Ｂ株式会社が厚生年金保険

の適用事業所ではなくなる処理を同年 10 月 28 日に行っていることから、

社会保険事務所は申立人に係る当該期間に係る保険料の納入告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に行わ

れるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3231 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、株式会社Ａにおける申立人の被保険

者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 21 年 10 月 18 日）及び

資格取得日（22 年２月 16 日）を取り消し、申立期間②の標準報酬月額を

180 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年  月 日  ： 昭和３年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： ① 昭和 19 年８月 31 日から 20 年８月 31 日まで 

             ② 昭和 21 年 10 月 18 日から 22 年２月 16 日ま

で 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会した

ところ、株式会社Ａに勤務していた昭和 19 年８月 31 日から 20 年８月

30 日までの期間及び 21 年 10 月 18 日から 22 年２月 15 日までの期間が

未加入であるとの回答をもらった。しかし、同社には 19 年６月１日に

入社し、終戦後の 20 年８月 30 日まで勤務した。その後、21 年５月５

日に再度入社し、22 年８月まで継続して勤務していたので、この両申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②について、申立人は、社会保険事務所の記録では、株式会

社Ａにおいて昭和 21 年５月５日に厚生年金保険の資格を取得し、同年

10 月 18 日に資格を喪失後、22 年２月 16 日に再度資格を取得しており、

申立期間②の被保険者記録が無い。 

    しかし、申立人に仕事を教えたとする当時の直属の上司の供述から、

申立人が申立期間②も同社に継続して勤務し、勤務形態・業務内容に変

更が無かったことが推認できる上、株式会社Ａの健康保険厚生年金保険



                      

  

被保険者名簿によると、申立人以外の従業員は、いずれも申立期間②に

おいて厚生年金保険の被保険者記録が継続している。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間②において、厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたものと認められる。 

    また、申立期間②の標準報酬月額については、申立期間②前後の社会

保険事務所の記録から、180 円とすることが妥当である。 

    なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は確認できる資料が無く不明であるとしているが、事業主から申

立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかか

わらず、社会保険事務所がこれを記録することは考えられないことから、

事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行

い、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 21 年 10 月から

22 年１月までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に

充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期

間②に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  ２ 申立期間①について、期間の特定はできないものの申立人は申立期間

①において株式会社Ａに勤務していたとする同僚の供述がある。 

    また、申立人は、「株式会社Ａは、当時、Ｂしている会社で、資格喪

失したとされている昭和 19 年８月はまだ戦時中で社員一同必勝を祈っ

て国のために一生懸命働いていた時期であり、こんな状況下で退社する

ことなど決してできるはずがない。」と主張しているが、申立人と同日

の同年６月１日に資格を取得した同僚３人は、いずれも申立人と同時期

の同年８月に資格喪失していることが当該事業所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿から確認できる。 

    さらに、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立

人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日は昭和 19 年８月 31 日となって

おり、オンライン記録と一致している。 

    加えて、事業主は、当時の厚生年金保険に関する資料は経営陣が一新

した際にすべて処分しており、申立人の申立期間①に係る資格喪失の届

出及び保険料の控除等については不明であるとしているため、申立内容

に係る事実を確認できない上、同時期に資格喪失している同僚３人につ

いても、連絡先が不明であることから照会できない。 

    このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、



                      

  

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3232 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間②に係る事業所（有限会社Ａ）における資格喪失日は、

昭和 61 年 12 月 28 日であると認められることから、申立人に係る有限会

社Ａにおける厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正するこ

とが必要である。 

 なお、昭和 61 年 10 月から同年 11 月までの標準報酬月額については、

36 万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 61 年７月から同年８月まで 

             ② 昭和 61 年 10 月から 62 年２月３日まで 

    Ｂ市にあった株式会社Ｃに昭和 61 年７月から 62 年２月２日まで勤務

し、最初の給与から厚生年金保険料が控除されおり、61 年 12 月及び年

明けにも会社に源泉徴収票の交付を求めたが、交付されなかった。62

年２月のある雪の降る朝に、突然、債権者が会社に乗り込んできて、

機械類を差し押さえ、何の説明もないままに倒産した。申立期間につ

いて、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②のうち、昭和 61 年 10 月 31 日から同年 12 月 28 日までの

期間については、雇用保険の被保険者記録により、申立人は株式会社Ｃ

に継続して勤務していたことが認められる。 

    また、閉鎖登記簿謄本によれば、有限会社Ａ及び株式会社Ｃの代表取

締役は同一の事業主であり、事業所名簿索引簿により、有限会社Ａのみ

が厚生年金保険の適用事業所となっていることが確認できるところ、有

限会社Ａに係る名簿で被保険者記録が確認できる複数の同僚は、「株式

会社Ｃの社員についても社会保険事務は一括して有限会社Ａで行ってい

た。」と供述していることを踏まえると、事業主において、申立人の勤

務実態は、株式会社Ｃにあるものの、厚生年金保険の加入については、



                      

  

有限会社Ａにおいて加入させる取扱いがなされたものと考えられる。 

    一方、オンライン記録によると、有限会社Ａが厚生年金保険の適用事

業所でなくなった昭和 61 年 12 月 28 日の後の 62 年３月６日付けで、申

立人の同社における資格喪失日は、当初、61 年 12 月 28 日と記録され

ていたものが、さかのぼって同年 10 月 31 日に訂正されているほか、ほ

かの複数の同僚においても同社における資格喪失日の記録が、さかのぼ

って訂正されており、当該同僚は、いずれも標準報酬月額の定時決定の

記録が取り消されている上、標準報酬月額が減額訂正されていることが

確認できる。 

    これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、か

かる処理を行う合理的な理由は見当たらず、申立人の資格喪失処理につ

いて有効な記録訂正があったものとは認められないことから、申立人の

有限会社Ａにおける資格喪失日を、事業主が、当初、社会保険事務所に

届け出た昭和 61 年 12 月 28 日に訂正することが必要と認められる。 

    なお、昭和 61 年 10 月から同年 11 月までの標準報酬月額については、

申立人の訂正処理前のオンライン記録から 36 万円とすることが妥当で

ある。 

 

  ２ 申立期間①については、申立人は昭和 61 年７月から株式会社Ｃに勤

務していたと主張しているが、有限会社Ａに係る事業所別被保険者名簿

により、被保険者記録が確認できる複数の同僚調査を行ったものの、株

式会社Ｃにおける勤務実態について明確な供述を得ることができなかっ

た。 

    また、申立人の雇用保険の被保険者記録によると、申立人の株式会社

Ｃにおける資格取得日は、有限会社Ａに係る厚生年金保険の被保険者資

格取得日と同日の昭和 61 年９月 16 日であることが確認できる。 

    さらに、事業主からの回答が得られない上、同僚からも当該期間にお

ける厚生年金保険料の控除について明確な供述を得ることができなかっ

た。 

   このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  ３ 申立期間②のうち、昭和 61 年 12 月 28 日から 62 年２月３日までの期

間については、申立人の主張と同様に、同僚の供述から株式会社Ｃにお

いて勤務していたことがうかがえるものの、前述のとおり有限会社Ａは、



                      

  

同年１月９日に申立人の資格喪失処理を含めて、61 年 12 月 28 日付け

で適用事業所でなくなっている処理が行われているほか、当該同僚から

も「そのころは、給与が遅配したり、給与が引き下げられたりした。」

と供述しており、給与の支給が混乱していた記憶があるものの、厚生年

金保険料の控除については明確でない。 

    また、事業主からの回答が得られない上、同僚からも申立人の当該期

間における厚生年金保険料の控除について明確な供述を得ることはでき

なかった。 

    このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3236 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額（36 万円）であったと認められることから、申立

期間②の標準報酬月額の記録を 36 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成16年10月４日から17年７月１日まで 

             ② 平成17年７月１日から同年８月１日まで 

  Ａ株式会社で勤務した平成 16 年 10 月から 17 年７月までの期間の標

準報酬月額が実際より低い額の記録となっている。給料の額は、入社の

時に決定し歩合給ではなく定額で約束をしたが、給与明細書をもらった

ら違っているので会社側に質問したところ、会社の都合でそうしている

との回答だった。平成 17 年７月に自己都合で退社した時の給与明細書

では厚生年金保険料がその前月より多く引かれていたので理由を聞いた

ところ、最後だから正規にしてあると言われた。給料に見合う標準報酬

月額ではなかったので、調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②について、オンライン記録によると、申立人のＡ株式会社

における標準報酬月額は、16 万円と記録されているが同社が加入して

いるＢ基金における申立人の標準給与額（標準報酬月額に相当）は、平

成 17 年７月１日付けの随時改定により、オンライン記録とは異なる 36

万円と記録されていることが確認できる。 

  また、当該基金において保管していた事業主が提出した申立人に係る

平成 17 年７月の厚生年金基金加入員報酬標準給与月額変更届及び厚生

年金基金加入員資格喪失届によると、事業主は、申立人の標準報酬月額

を同年７月に 16 万円から 36 万円に変更する旨の届出と、申立人が同年

８月１日付けで厚生年金保険の被保険者でなくなった旨の届出を、同年

８月４日を受付日として当該基金に同時に提出していることが確認でき

る。 

さらに、当該基金では、｢平成 17 年に提出された届出書は、すべて５



                      

  

枚複写式となっていたが、事業所からの届出書の提出については、当基

金と社会保険事務所と、それぞれ別々に提出する方式を採用していたの

で、当基金から社会保険事務所に届出書の転送はしていない。｣と供述

しているところ、オンライン記録によると、申立人に係る厚生年金保険

被保険者資格を喪失した旨の届出は、社会保険事務所において同年８月

５日付けで処理されていることが確認できるとともに、申立人と同一の

厚生年金基金加入員報酬標準給与月額変更届に氏名の記載が確認できる

同僚３人の標準報酬月額は、全員が同年８月 18 日付けで、標準報酬月

額を当該基金に届出した額と同一額に月額変更処理が行われていること

が確認できる。 

  加えて、申立人から提出された平成 17 年７月分のＡ株式会社におけ

る給与明細書によると、申立人は、同年７月については標準報酬月額

36 万円に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立期間②係る標準報酬月

額36万円の届出を社会保険事務所に対し行ったことが認められる。 

 

２ 申立期間①について、申立人は、標準報酬月額の相違について申し立  

てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決

定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が

源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞ

れに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

  したがって、申立期間①については、申立人から提出されたＡ株式会

社における平成 16 年 10 月から 17 年６月までの給与明細書によると、

申立人の給与支給総額（報酬月額）は社会保険事務所で記録されている

標準報酬月額よりも高額となっているものの、申立人のオンライン記録

における標準報酬月額（16 万円）は、当該給与明細書における保険料

控除額に見合う標準報酬月額と一致していることから、特例法による保

険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

  なお、当該事業所が加入しているＢ基金における申立期間①に係る標

準給与額は、オンライン記録と同じ 16 万円となっていることが確認で

きるとともに、当該基金において保管していた申立人に係る厚生年金基

金加入員資格取得届によると、事業主は、申立人が被保険者資格を取得

した時点の標準報酬月額を 16 万円として届出を行ったことが確認でき

る。 

 

   



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3237 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録の

うち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 50 年５月 29 日）及び資格取得日

（51 年９月 1 日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額に係る記録を７

万 6,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号  ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 29 年生 

    住    所  ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申  立  期  間 ： 昭和 50 年５月 29 日から 51年９月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所（当時）に照会した

ところ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間についての加入記録が無

いとの回答をもらった。 

昭和 50 年５月 29 日から 51 年９月１日までの期間は継続勤務してい

たのは間違いないので、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録によると、申立人はＡ社にお

いて昭和50年４月１日に厚生年金保険の資格を取得し、同年５月29日に資

格を喪失後、51年９月１日に同社において再度資格を取得しており、50年

５月から51年８月までの期間において厚生年金保険被保険者期間の記録が

無い。 

しかし、Ａ社において昭和 40 年８月から 56 年１月まで継続勤務してい

た唯一話のできた同僚は、「同社においては、見習期間も含めて厚生年金

保険に加入する、加入しないという選択肢は無く、入社時から厚生年金保

険料は自動的に給与から控除されていた。申立人とは、申立期間当時私に

運転免許証が無いために、申立人が運転を担当し、私は助手として製品の

Ｂ業務をしばしば共にしていた記憶がある。少人数の事業所であるので申



                      

  

立人の存在はいつも確認できる立場であり、申立人の厚生年金保険の欠落

に対しては全く信じがたい。」と供述しており、また、当該同僚の厚生年

金保険の記録は、申立人の申立期間において被保険者記録が継続している

ことが確認できる。 

また、昭和 36 年ないしは 37 年ごろから 40 年以上に渡りＡ社と顧問契

約をしていた会計事務所の所長は「当該事業所とは全般的な会計及び税務

の相談をしており、当該事業所の給与計算のチェック及び申立人も含めて

従業員の給与支払報告書を作成しており、訪問の傍らには申立人は事務と

Ｂ業務の担当であることを記憶していて、面識もあり継続勤務していたは

ずである。」と供述していることから、申立人が申立期間は当該事業所に

業務内容に変更は無く継続して勤務していたと推認できる。 

さらに、事業主が保管していた申立人に係る昭和51年分(51年１月から

同年12月まで)の当該給与支払報告書の社会保険料の金額を資格取得時の

標準報酬月額から当時の各保険料率で算出し検証したところ、おおむね当

時の申立人の社会保険料の金額と一致おり、厚生年金保険の保険料控除と

もおおむね一致している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 51 年分の給与支払報

告書に基づいて算出された厚生年金保険料控除額から、７万 6,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていな

いにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いこと

から、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出

を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 50 年５

月から 51 年８月までの保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事

務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合、又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3238 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ株式会社）

Ｃ営業所における資格喪失日に係る記録を昭和 46 年 11 月１日に訂正し、

同年 10 月の標準報酬月額に係る記録を６万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号  ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 21 年生 

    住    所  ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申  立  期  間 ： 昭和 46 年 10 月 30 日から同年 11月１日まで 

昭和 44 年８月１日から平成 10 年 10 月１日までＡ社に勤務し、昭和

46 年 11 月１日付けで一般職から総合職へ資格変更となったが、その直

前の資格喪失日が同年 10 月 30 日で記録されてしまっている。 

申立期間も同社に継続勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険の被保険者記録から、申立人が、申立期間当時もＡ社

Ｃ営業所に継続勤務していたことが認められる。 

また、申立人の申立期間について、Ａ社の人事厚生の業務を行っている

Ｄの事務局長は、「社会保険の届出は支社、営業所単位であったが、給与

計算は本社一括で行っており、本人の給与から保険料控除は行われてい

た。」旨を供述している。 

さらに、Ａ社Ｃ営業所で、申立人の前任者であった上司は「私自身も同

社で異動を複数回繰り返してきたが、厚生年金保険の記録の間違いは無か

った。社内異動や資格変更は該当月の１日付けで行われるのが、通例であ

り会社の方針でもあったので、手続の誤りとしか言えない。」と供述して

おり、このことについて元総合職の複数の社員からも同様の回答がなされ

ている。 

  また、申立期間に係る標準報酬月額については、健康保険厚生年金保険



                      

  

被保険者原票照会回答票における昭和 46 年９月の記録から、６万円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る申立期間の保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は、申立人のＡ社Ｃ営業所における厚生年金保険被保険

者資格喪失日を、本社に資格変更した発令日である昭和 46 年 11 月１日で

届出すべきところ、同年 10 月 30 日と誤った届出をしたことを認めている

ことから、社会保険事務所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その

結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る 46 年 10 月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付し

た場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。  



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3241 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 12 年 11 月１日から 13 年３月１日ま

での期間及び同年４月１日から同年５月 25 日までの期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立人の株式会社Ａにおける資格取得日及び資格喪失日に係る記録を 12

年 11 月１日取得、13 年３月１日喪失及び同年４月１日取得と訂正し、当

該期間の標準報酬月額に係る記録を 12 年 11 月及び同年 12 月は 26 万円、

13 年１月、同年２月及び同年４月は 22 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 52 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12 年 11 月１日から 13 年５月 25 日まで 

平成 12 年８月に株式会社Ａに正社員として入社した。給与支払明細

書では 12 年 11 月から厚生年金保険料が引かれているのに、ねんきん特

別便を見ると加入日が 13 年５月 25 日になっている。調べて厚生年金保

険の被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ａの元役員及び同僚の供述により、申立人は申立期間において

同社に勤務していたことが推認できるとともに、申立人が提出した給与支

払明細書により、平成 12 年 11 月から 13 年２月までの期間及び同年４月

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが確認

できる。 

しかしながら、当該給与支払明細書によると、平成 13 年３月について

は、給与支払明細書が訂正されており、厚生年金保険料が控除されていな

いことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平成 12 年

11 月１日から 13 年３月１日までの期間及び同年４月１日から同年５月 25



                      

  

日までの期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与支払明細書の保険料控

除額から、平成 12 年 11 月及び同年 12 月を 26 万円、13 年１月、同年２

月及び同年４月を 22 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日及び喪失日に係る届出を社会

保険事務所(当時)に対して行ったか否かについては、これを確認できる関

連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 

                                         



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3244 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、Ｂ株式

会社）Ｃ支店における資格取得日に係る記録を昭和 36 年７月１日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額に係る記録を３万 6,000 円とすることが必要

である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

  氏    名 ： 男（死亡） 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ： 大正３年生 

  住    所 ： 

  

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 36 年７月１日から同年８月２日まで 

昭和 13 年５月３日入社から 58 年６月 30 日に退職するまで、継続し

てＡ株式会社に勤務していたが、厚生年金保険の記録において、Ｄ支店

からＣ支店に転勤した際の１か月間が空白となっていることには納得で

きない。当該期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 （注）申立ては、死亡した申立人の長男が、申立人の年金記録の訂正

を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

事業主の提出した社員原簿（従業員名簿）及び社歴により、申立人はＡ

株式会社に継続して勤務し（昭和 36 年７月１日に同社Ｄ支店から同社Ｃ

支店へ異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 36 年８月の社会保険

事務所(当時)の記録から、３万 6,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、在籍中の社員の厚生年金保険料の控除及び納付を一定期間のみ

行わないことは考え難いため、申立期間に係る保険料についても納付した

と主張するが、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないこ



                      

  

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらないことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3250 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額（59 万円）

に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 59 万円に訂正

することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11 年４月１日から同年 10 月１日まで 

    昭和 58 年 10 月１日から平成 13 年４月１日までＡ株式会社に勤務し

たが、その間の 11 年４月１日から同年 10 月１日までの標準報酬月額が、

給与から控除されていた厚生年金保険料から算出される標準報酬月額よ

りも低額となっているのは納得できない。調査して記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ株式会社における平成 11 年４月から同年９月

までの給与支払明細書により、申立人は、申立期間においてその主張する

標準報酬月額（59 万円）に基づく厚生年金保険料を、事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

さらに、Ｂ基金の申立人に係る申立期間における標準報酬月額の記録は

59 万円であり、減額訂正された記録は確認できない。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、このほか

に確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事



                      

  

業主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3251 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格取得

日に係る記録を昭和 52 年 11 月 27 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

に係る記録を 32 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年 11 月 27 日から 53 年７月１日まで 

    オンライン記録では、株式会社Ｂにおける厚生年金保険被保険者資格

喪失日が昭和 52 年 11 月 27 日に、株式会社Ａにおける資格取得日が 53

年７月１日となっている。実際には、昭和 52 年 11 月 27 日に株式会社

Ｂから株式会社Ａに異動したものなので、申立期間について、厚生年金

保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出した申立人に係る株式会社Ｂの在職証明書、株式会社Ｂが

保管している申立人の職務履歴関係の記録及び雇用保険記録（昭和 52 年

11 月 26 日から平成 14 年 10 月 31 日まで）により、申立人が申立期間に

おいて株式会社Ａに継続して勤務していたことが確認できる。 

また、事業主から提出を受けた申立人、株式会社Ｂ及び株式会社Ａの３

者により交わした協定書では、出向させる間の取扱いについて、出向社員

（申立人）の社会保険料の事業主負担は出向先の株式会社Ａの負担と記載

されていることから、申立人の申立期間における厚生年金保険料は給与か

ら控除されていたことが推認できる。 

さらに、申立期間当時の同僚 11 人は厚生年金保険料は控除されていた

と供述している上、このうち３人は申立人と同じ役職の監督職及びマネジ



                      

  

ャー職として勤務していたと供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が株式会社Ｂ及び同社の関連会社

に継続して勤務し（昭和 52 年 11 月 27 日に株式会社Ｂから株式会社Ａに

異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ｂにおけ

る昭和 53 年７月の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から、32 万

円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、このほか

に確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3255 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 40 年７月３日から 42 年 11 月１日ま

での期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人の有限会社Ａにおける資格取得日に係る記録

を昭和 40 年７月３日、資格喪失日に係る記録を 42 年 11 月１日に訂正し、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を、昭和 40 年７月から 41 年４月まで

は１万 4,000 円、同年５月から同年９月までは２万 4,000 円、同年 10 月

から 42 年９月までは２万 2,000 円、同年 10 月は２万 6,000 円にすること

が妥当である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40 年５月１日から 42 年 11 月１日まで 

私は、申立期間を有限会社Ａに勤めていたが、社会保険庁(当時)の記

録では同期の元同僚達は厚生年金保険被保険者となっているが、私の被

保険者記録が無い。申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時から社会保険手続を行っている事業主の妻(申立事業所の

現在の取締役)及び複数の同僚の供述並びに申立人から提出された社員旅

行写真から、申立人が有限会社Ａに勤務していたことが認められる。 

また、上記取締役は、「私は、すべての従業員の社会保険料を給与から

控除していたはずであり、申立人の保険料も控除していた。」と供述して

いるとともに、申立期間当時、当該事業所に勤務し、同じ業務に従事して

いたと申立人が記憶している同僚は、すべて厚生年金保険被保険者として

の記録が確認できる。 

さらに、複数の同僚は、「申立人の給与から厚生年金保険料が控除され



                      

  

ていたはずだ。申立人だけ保険料を控除しないということはあり得な

い。」と回答している。 

一方、申立人と同期入社であったと供述する同僚は、「私の厚生年金保

険被保険者期間は昭和 40 年７月３日となっており、２か月の見習期間が

あり、この期間は厚生年金保険被保険者でなかった」と供述していること、

複数の同僚も「数か月の見習期間があり、見習期間は厚生年金保険被保険

者ではない」と証言していることを踏まえると、申立人の資格取得日は当

該同僚と同様の取扱いがなされたものと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 40 年

７月３日から 42 年 11 月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人と同期の同僚の標準

報酬月額の記録から、昭和 40 年７月から 41 年４月までは１万 4,000 円、

同年５月から同年９月までは２万 4,000 円、同年 10 月から 42 年９月まで

は２万 2,000 円、同年 10 月は２万 6,000 円にすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立人の厚生年金保険の手続を行っていなかった可能性がある

としており、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には申

立人の氏名は確認できず、同原票の整理番号に欠番が無いほか、事業主か

ら提供された当時の健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届控(写)でも

欠番が無いことから、社会保険事務所（当時）において申立人に係る記録

が失われたとは考えられない上、事業主による申立人に係る厚生年金保険

被保険者資格の取得及び喪失の手続のいずれの機会においても社会保険事

務所が申立人に係る記録の処理を誤るとは考え難いことから、事業主から

社会保険事務所への資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 40 年７月から 42 年 10 月までの保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3256 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立てに係るＡ株式会社における資格喪失日は、平成７年２月

24 日であると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険

者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

 なお、申立期間の標準報酬月額については、平成６年１月から同年９月

までの期間は 34 万円、同年 10 月から７年１月までの期間は 36 万円とす

ることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年１月 31 日から７年２月 24 日まで 

    昭和 56 年 11 月２日から平成７年４月１日までの間、Ａ株式会社に勤

務し、この間、給与から厚生年金保険料を控除されていたが、厚生年金

保険の記録は６年１月 30 日付けで喪失した記録となっている。当該事

業所の顧問社労士だった社会保険労務士は、「自分が社長に頼まれて、

社会保険事務所（当時）に行って厚生年金保険の喪失手続を行った。」

と説明した。申立期間の厚生年金保険料を給与から控除されていたので、

この間を被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及び同僚の供述により、申立人が申立期間において、Ａ

株式会社に継続して勤務していたことが認められる。 

   一方、オンライン記録によると、申立人は、平成６年１月 31 日に厚生

年金保険の被保険者資格を喪失している。しかし、当該処理は、同日にＡ

株式会社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった後の７年２月 24 日

になされていることが確認できるほか、同日に事業主を含む全社員 22 人

の標準報酬月額の定時決定が取り消された上で被保険者資格喪失日が６年

１月 31 日にさかのぼって処理されていることが確認できるが、社会保険

事務所において、かかる処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人について、平成６年１月 31 日に



                      

  

資格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、当該喪失処理に係る記

録は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、当該

遡及
そきゅう

処理が行われた７年２月 24 日であると認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、事業主が当初社会保険事務

所に届け出た記録から平成６年１月から同年９月までは 34 万円、同年 10

月から７年１月までは 36 万円とすることが妥当である。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 3258 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主は、申立人が昭和 46 年３月１日に厚生年金保険被保険者の資格

を取得し、47 年４月 23 日に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

（当時）に対し行ったことが認められることから、申立人に係る厚生年金

保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

 なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 46 年３月から同年７

月までの期間は４万 5,000 円、同年８月から 47 年３月までの期間は６万

4,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年３月１日から 47 年４月 23 日まで 

    昭和 46 年３月１日から 47 年４月 22 日までの間、株式会社Ａ（現在

は、株式会社Ｂ）の社員として、Ｃ店の５階にあったＤでＥとして勤務

した。この間、給与から厚生年金保険料を控除されていたが、厚生年金

保険の被保険者記録が欠落しているので、調査の上、被保険者期間とし

て認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   事業所提出の厚生年金基金加入員資格取得届及び同喪失届、企業年金連

合会提出の長崎屋厚生年金基金加入員台帳、同僚の供述並びに申立人が記

憶している上司及び同僚の氏名、勤務実態に係る申立内容から、申立人が

申立期間において株式会社Ａに勤務していたことが確認できる。 

   一方、株式会社Ａの被保険者原票照会回答票によると、申立人と生年月

日及び名前が同一かつ申立期間と合致する記録で、苗字だけが申立人の

「Ｆ」ではなく「Ｇ」となっている者について、厚生年金保険被保険者の

資格を昭和 46 年３月１日に取得し、47 年４月 23 日に喪失している記録

が確認できる。 

また、事業所提出の厚生年金基金加入員資格取得届及び同喪失届並びに



                      

  

企業年金連合会提出のＨ基金加入員台帳によると、申立人が株式会社Ａに

おいて、昭和 46 年３月１日に資格を取得し、47 年４月 23 日に同資格を

喪失した記録が確認できる。 

   さらに、申立人は、申立期間当時の勤務実態について多数の同僚の名前

を上げているほか、申立期間において「Ｉ」という名前の同僚はいなかっ

た旨供述している上、同僚照会で回答のあった上司及び同僚５人全員が申

立人の申立期間の勤務を供述するとともに、「申立期間当時、男性社員は

６人しかおらず、Ｉという名前の社員はいなかった。」と供述している。 

   加えて、前述の厚生年金保険の記録は、基礎年金番号に統合されていな

い記録となっていることが確認できることを踏まえると、当該被保険者記

録は、申立人のものであると認められる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 46 年３月１日に被保険者

資格を取得した旨の届出、及び 47 年４月 22 日に被保険者資格を喪失した

旨の届出を事業主が社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、当該未統合の厚生年金保険

被保険者記録から、昭和 46 年３月から同年７月までの期間は４万 5,000

円、同年８月から 47 年３月までの期間は６万 4,000 円とすることが妥当

である。 

 

 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3136 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53 年２月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 29 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間   ： 昭和 53 年２月から 61 年３月まで 

    国民年金保険料収納記録について社会保険事務所（当時）に照会した

ところ、昭和 53 年２月から 61 年３月までの納付記録は確認ができない

との回答であった。 

自分では保険料を納付してはいないが、昭和 63 年６月に結婚して夫

が保険料を納付してくれていたことから未納となっているのは納得でき

ない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 53 年１月末にＡ社を退職後、当時居住していたＢ市で

国民年金に加入しなければならないと考えて手続をしたものの、生活が大

変で保険料の納付はできなかったが、63 年６月に結婚してＣ町に居住し

てからは、申立人の夫が結婚前の保険料も含めてＤ郵便局かＥ金庫（当

時）のＦ支店で納付してきたと主張しているが、申立期間の保険料は、申

立人が結婚した同年６月には時効により納付できなかった上、申立人の国

民年金手帳記号番号が払い出された 61 年４月１日時点からしても、申立

期間の大部分は時効により納付できず、かつ、別の国民年金手帳記号番号

が払い出された形跡もうかがわれない。 

また、申立人の申立期間の国民年金保険料を納付してくれたとする申立

人の夫は、結婚後に申立人の結婚前の保険料を何回かまとめて納付したと

述べているが、オンライン記録により申立人は昭和 61 年４月から 62 年３

月までの期間及び 62 年４月から 63 年３月までの期間について保険料の免

除を申請しており、当該期間の保険料を平成７年及び８年に追納している

ことが確認できることから、申立人は、このことと混同している可能性も



 

  

否定できない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3137 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年５月から 55 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

  住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 42 年５月から 55 年２月まで 

昭和 45 年か 46 年ころに、妻がＡ市役所Ｂ支所（現在は、Ｃ市役所Ｄ

支所）に行った際、顔見知りの職員から「ご主人は国民年金に加入して

いないので、このままでは年金がもらえませんよ。」と言われ、その場

で加入手続をした。 

加入手続をした際に、過去の国民年金保険料の金額が書かれた納付書

をもらい、保険料は後日同支所で現金で納付した。納付した保険料額は

定かではないが、27 万円から 28 万円くらいだったように記憶している。 

また、国民年金保険料をさかのぼって納付した後は、妻が夫婦二人分

の保険料を同支所で納付していた。 

申立期間について、国民年金保険料が未納とされていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 45 年か 46 年ころにＡ市役所Ｂ支所で国民年金加入手続

を行ったとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号は平成２年２月こ

ろ払い出されていること、及び元年 12 月から２年５月までの保険料は２

年４月 25 日に一括納付されていることが確認できることから、申立人は

同時期に加入手続をしたと推認できる上、申立人の所持する年金手帳の

「初めて被保険者となった日」には「平成元年 12 月 30 日」と記載されて

おり、国民年金の被保険者資格を同日に取得していることが確認できるこ

とから、申立期間は未加入期間で制度上保険料を納付できない期間であり、

別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうかがわれない。 

また、申立人は、昭和 45 年か 46 年ころの加入手続時に過去の国民年金



 

  

保険料として 27 万円から 28 万円を納付したとしているが、同時期は第１

回特例納付実施期間中であり申立期間の保険料を納付することはできるも

のの、必要な保険料額は申立人が納付したとする額と大きく異なっている。 

さらに、申立人の保険料を納付したとするその妻は、保険料納付を始め

た時期についての申述を変えるなど納付状況についての記憶が曖昧
あいまい

である。 

加えて、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3138 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年７月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56 年７月から 61 年３月まで 

    申立期間の国民年金の加入手続は、定かではないがＡ市に転居後の昭

和 56 年７月ころにしているように思う。３期か４期に分かれている綴

りの納付書が送られてきたので、近所のＡ市役所Ｂ市民センターで納

付期ごとに国民年金保険料を納付していた記憶がある。申立期間が未

納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ市に転居後の昭和 56 年７月ころに申立期間に係る国民年

金の加入手続をしたように思うとしているが、加入手続の時期、場所等

についての記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人が、申立期間の国民年金保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、

ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

   また、申立人が所持する国民年金手帳により、申立人は昭和 53 年９月

１日に厚生年金保険加入にともない国民年金被保険者資格を喪失し、61

年４月１日に第３号被保険者として資格を再取得していることが確認で

き、申立期間は国民年金未加入期間であるため制度上国民年金保険料を

納付することができない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3140 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年３月から９年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年３月から９年５月まで 

 平成６年３月に会社を辞め国民健康保険証が必要なため、その月のう

ちにＡ市役所へ行って手続をした際、窓口で国民年金の加入を勧められ

たので加入手続をしたと思う。 

保険料は年に３回ぐらいに分けて郵便局で支払ったが未納になってい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は国民健康保険証が必要だったので市役所に出向き、そのときに

勧められて国民年金の加入手続をし、その後保険料を納付したとしている

が、加入手続及び保険料納付に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、申立人が申立期

間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）も見当たらない。 

また、申立人の基礎年金番号は厚生年金保険被保険者記号番号が付番さ

れており、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡はうかがわ

れない上、申立人の国民年金被保険者資格取得日は平成 19 年８月６日で

あることから申立期間は未加入期間であり制度上保険料は納付できない期

間である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3143 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年４月から 63 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年４月から 63 年３月まで 

    結婚してすぐに夫婦で国民年金に加入した。申立期間当時は、妻が夫

婦二人の国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を一緒に納めてい

た。Ａ銀行（現在は、Ｂ銀行）Ｃ支店の集金の職員に、店の売上金と

ともに保険料を預けて納付していた。申立期間が未納となっているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 53 年５月に結婚してすぐに夫婦で国民年金に加入した

としているが、申立人夫婦の国民年金手帳記号番号は 62 年４月に払い出

されており、申立内容と異なっている上、国民年金の加入手続や別の年

金手帳の交付についての記憶が曖昧
あいまい

である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時点では、申立期

間の大部分は時効により国民年金保険料を納付することができず、過年

度により保険料を納付することのできる期間についても、申立人は保険

料をさかのぼって納付した記憶は無いとしている上、申立期間当時、申

立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は確認ができない。 

   さらに、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   加えて、口頭意見陳述においても、申立人が、申立期間について国民年

金保険料を納付していたことを具体的に裏付ける新しい証言や証拠を得

ることができなかった。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3144 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年４月から 63 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 28 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年４月から 63 年３月まで 

    結婚してすぐに夫婦で国民年金に加入した。申立期間当時は、私が夫

婦二人の国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を一緒に納めてい

た。Ａ銀行（現在は、Ｂ銀行）Ｃ支店の集金の職員に、店の売上金と

ともに保険料を預けて納付していた。申立期間が未納となっているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 53 年５月に結婚してすぐに夫婦で国民年金に加入した

としているが、申立人夫婦の国民年金手帳記号番号は 62 年４月に払い出

されており、申立内容と異なっている上、国民年金の加入手続や別の年

金手帳の交付についての記憶が曖昧
あいまい

である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時点では、申立期

間の大部分は時効により国民年金保険料を納付することができず、過年

度により保険料を納付することのできる期間についても、申立人は保険

料をさかのぼって納付した記憶は無いとしている上、申立期間当時、申

立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は確認ができない。 

   さらに、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   加えて、口頭意見陳述においても、申立人が、申立期間について国民年

金保険料を納付していたことを具体的に裏付ける新しい証言や証拠を得

ることができなかった。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3145 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年７月から 62 年１月までの期間、平成 11 年６月から

13 年７月までの期間、同年９月から 14 年 12 月までの期間及び 15 年５月

から 17 年５月までの期間の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 61 年７月から 62 年１月まで 

             ② 平成 11 年６月から 13 年７月まで 

             ③ 平成 13 年９月から 14 年 12 月まで 

             ④ 平成 15 年５月から 17 年５月まで 

    申立期間の国民年金保険料は、会社を退職した後、親や友人に勧めら

れたこと、及び取得勧奨の通知が届いたため、Ａ社会保険事務所（当

時）に連絡して納付書を送ってもらい、分割で納付したことを覚えてお

り、保険料を納付した記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、会社を退職した後、親

や友人に勧められたこと、及び取得勧奨通知が届いたため、Ａ社会保険事

務所に連絡をして納付書を送ってもらい、分割で納付したことを覚えてい

ると主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡

は見当たらず、Ｂ社会保険事務所（当時）において国民年金に未加入であ

る場合に作成される勧奨関連対象者一覧が勧奨事象発生年月日を平成 11

年６月１日として作成され、引き続き、Ａ社会保険事務所においても同様

に勧奨関連対象者一覧が勧奨事象発生年月日を同年６月１日、13 年９月

12 日及び 15 年５月 13 日として作成されていることから、申立人が国民

年金の加入手続をとったとは考え難い。 

   また、申立人の国民年金への加入手続、国民年金保険料の納付場所、納

付金額等に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、申立期間の保険料を納付したことを



 

  

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）や周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3147 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年４月から同年９月まで 

昭和 50 年４月に勤めていた会社が倒産し、求職中だったが、国民年

金に加入するのは当然に思っていたので、50 年 10 月に再び勤め始める

までの国民年金保険料を納めたことを覚えている。申立期間が国民年金

に未加入となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 50 年４月に国民年金に任意加入し、50 年 10 月に再び

勤め始めるまでの国民年金保険料を納付したとしているが、申立人が現在

所持する年金手帳によると、申立人は 49 年４月１日に国民年金被保険者

資格を喪失後、再び国民年金に任意加入したのは 51 年５月７日であり、

その時点では、申立期間の国民年金保険料をさかのぼって納付することは

できない上、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見られない。 

また、申立人の国民年金への加入手続及び申立期間の保険料の納付に関

する記憶が曖昧
あいまい

であり、保険料を納付していたことを示す関連資料（家計 

簿、確定申告書等）や周辺事情も見当たらないことから、申立期間当時の

国民年金への加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め 

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3149 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年 10 月から 49 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年  月 日  ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 47 年 10 月から 49 年 12 月まで 

私が 20 歳になったころ、母が私の国民年金の加入手続をしてくれて、

その後は母が、母と私の二人分の国民年金保険料を一緒に納付していた

はずである。申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、申立人が 20 歳になったころその母親が

申立人の国民年金の加入手続を行い、申立人と二人分の国民年金保険料を

納付したとしているが、昭和 50 年２月９日に任意加入した母親と、申立

人の国民年金手帳記号番号は連番で払い出されており、申立人の国民年金

への加入時期は同時期と推定できることから、申立期間のうち 47 年 10 月

から同年 12 月までは時効により納付できない期間となる上、48 年１月か

ら 49 年 12 月まではさかのぼって納付することが可能な期間となるが保険

料を納付した母親はさかのぼって納付した記憶が無いとしていることから、

保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人は住所の移動も無く、別の国民年金手帳記号番号が払い出

された形跡はみられない上、納付を裏付ける関連資料（家計簿、確定申告

書等）も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3150 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 39 年３月までの国民年金保険料については、 

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年  月 日  ： 昭和 14 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 36 年４月から 39 年３月まで 

申立期間については、会計事務所に勤務していたが、厚生年金保険に

加入していなかったため、実家の母が国民年金に加入してくれて保険料

を納付していたはずである。未納とされていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、会計事務所に勤務していたが、厚生年金保険に加入していな

かったため、申立人の実家の母が国民年金に加入してくれて保険料を納付

していたはずであるとしているが、申立期間当時同居していた母は国民年

金に加入しておらず、申立人は保険料納付に関与していない上、保険料を

納付していたとするその母は平成 17 年５月に他界しているため、保険料

の納付状況が不明である。 

また、申立人は、勤務していた会計事務所が厚生年金保険に加入してい

なかったことを知ったのは、申立人が年金を受給する年代になった平成

16 年 12 月ころと申述していることから、その母は、申立人が申立期間当

時は厚生年金保険に加入していたと認識していた可能性がある。 

さらに、申立人は申立期間中、住所の移動が無く、別の国民年金手帳記 

号番号が払い出された形跡も見られない上、申立期間の保険料を納付した

ことを確認できる関連資料（家計簿、確定申告書等）や周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3151 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年 10 月から 46 年６月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年 10 月から 46 年６月まで 

申立期間については、20 歳になった昭和 41 年＊月ころ、私がＡ区役

所Ｂ出張所（現在は、Ｃ区民事務所）で国民年金への加入手続を行い、

その後、定期的に国民年金保険料を納付していた。申立期間が未納とな

っていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立期間について、申立人は、20 歳になった昭和 41 年＊月ころ、Ａ区

役所Ｂ出張所で国民年金への加入手続を行い、その後、定期的に国民年金

保険料を納付していたとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号から

推定できる国民年金への加入時期は、47 年 10 月ころであり、その時点で

は、申立期間はさかのぼって納付する必要があるが、申立人にはさかのぼ

って納付した記憶は無く、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡

もみられないことから、保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人が所持している領収証書によると、申立期間直後の昭和

46 年７月から 47 年３月までの９か月分の保険料を 48 年 10 月 30 日に過

年度納付により納付したことが確認できる上、47 年４月から同年 12 月ま

での９か月分の保険料は 47 年 11 月に現年度納付により納付されているこ

とから、申立人が国民年金保険料の納付を開始した時期は、申立期間以後

と考えられる。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3154 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年９月から 56 年４月までの期間及び 56 年５月から 57

年８月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年９月から 56 年４月まで 

② 昭和 56 年５月から 57 年８月まで 

申立期間①及び②の保険料は、実家の母（故人）が集金人を通じて納

付していたと思う。申立期間①は納付済期間として認めてほしい。また、

厚生年金保険の被保険者期間である申立期間②は、国民年金保険料を還

付してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②の保険料について、「Ａ市に住む実家の母

が、集金人を通じて保険料を納付したと思う。自分が厚生年金保険に加入

していた昭和 56 年５月から 57 年８月までの期間も納付していたと母から

聞いた覚えがある。」としているところ、申立人の母は既に他界している

ため事情を聴取できない上、Ａ市では申立人の母の住所地に保険料納付組

織があったか否かは不明としているなど、申立期間①及び②の保険料が納

付されたと判断するに至らなかった。 

また、申立人は、Ａ市に住む申立人の実家の母（故人）が、申立人に係

る国民年金の加入手続を行ったとしているところ、申立人が現在所持して

いる国民年金手帳記号番号は、任意加入者として、Ｂ社会保険事務所（当

時）で、昭和 62 年２月ころに払い出されたと推認できる上、日本年金機

構Ｃ事務センターでは、Ａ市の管轄における 49 年９月から 52 年１月まで

の国民年金手帳記号番号払出簿及び国民年金手帳記号番号払出簿検索シス

テムに、申立人が別の記号番号を所持していた記録は確認ができなかった

としており、申立期間①及び②当時、申立人に別の国民年金手帳記号番号



 

  

が払い出されていたことがうかがえる事情は見当たらない。 

さらに、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに納付の事実をうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案3171 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

          氏        名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和３年生 

住        所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和18年４月１日から19年10月１日まで 

私は、Ａ社（現在は、Ｂ株式会社。以下「事業所」という。）に昭和

18年４月に入社し、労働者年金保険料を控除されていたはずであるのに、

社会保険庁（当時）の記録によると、19年10月１日から被保険者となっ

ている。 

第三者委員会で調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳及び申立人が所持する昭和48年

７月２日に再発行された厚生年金保険被保険者証により、申立人の厚生年

金保険被保険者資格取得日は昭和19年６月１日であることが確認できる。 

また、申立人に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿及び厚生年金

保険被保険者台帳には「○改」の表示が確認できるところ、当該「○改」

の表示は、厚生年金保険法（昭和19年２月16日法律第21号）が昭和19年６

月１日に施行され、厚生年金保険被保険者の適用範囲が拡大されたことに

より新たに被保険者となったことを示すものであることから、それ以前の

期間は労働者年金保険の適用対象者ではなかったと考えられる。 

さらに、申立人は申立期間において、Ｃを担当していたとしており、職

場の先輩として同様の業務に従事していたとするＤ氏（明治20年＊月＊日

生）及びＥ氏（明治33年＊月＊日生）の厚生年金保険被保険者資格取得日

はそれぞれ昭和32年10月１日及び24年８月１日となっている。 

加えて、申立人に係る労働者年金保険の適用等について事業主に確認し

たが、関係資料は既に保存していないとしており、これらの事実を確認で

きる関連資料及び供述を得ることができなかった。 



  

なお、申立人の健康保険労働者年金保険被保険者名簿から、申立人は昭

和18年６月１日に健康保険の被保険者資格を取得していることが確認でき

ることから、申立人の主張どおり申立期間は当該事業所に勤務していたこ

とが確認できるが、上述の厚生年金保険法附則第１条及び第３条の規定に

より、昭和19年10月１日から厚生年金保険料の徴収が開始されており、同

年６月１日から同年９月30日までの期間は、同法の適用準備期間であるこ

とから、厚生年金保険の被保険者期間として算入されない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 3227 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21 年４月ころから 23 年５月１日まで 

             ② 昭和 26 年４月 21 日から 29 年 10 月ころまで 

    社会保険庁（当時）の記録によると、Ａ株式会社に勤務していた期間

の厚生年金保険の加入記録は、昭和 23 年５月から 26 年４月までとな

っていた。48 年２月に記入された履歴書が見付かり、その履歴書の職

歴には、同社に 21 年４月に入社し、29 年 10 月に退職したことが記入

されており、記録が違うと思われるので申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人

と厚生年年金保険の資格取得日が同一（昭和 23 年５月１日）又は同月で

ある同僚を３人確認することができたが、これらの者はいずれも死亡又は

所在不明であるため、申立人の勤務実態に係る供述を得ることができない。 

また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、

当該事業所は、昭和 23 年５月１日に適用事業所となっており、申立期間

①については適用事業所ではなかったことが確認できる。 

さらに、Ａ株式会社は、既に適用事業所ではなくなっており、当時の事

業主も亡くなっていることから、申立期間①及び②に係る申立人の勤務実

態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない上、申立人

の実姉からも、申立期間に係る申立人の勤務実態を確認できる供述は得ら

れなかった。 



  

加えて、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、

申立期間②において全期間又は一部の期間に被保険者であったことが確認

でき、唯一調査することができた同僚二人は、申立人が勤務していたこと

は記憶していたが、申立人の勤務期間及び厚生年金保険の適用状況につい

ての事実を確認できる具体的な資料及び供述は得られなかった。 

また、当該事業所の厚生年金保険被保険者台帳及び健康保険厚生年金保

険被保険者名簿では、申立期間①及び②に係る申立人の厚生年金保険の加

入記録は確認できない。 

なお、申立人の履歴書には、職歴としてＡ株式会社の入社年月を昭和

21 年４月、退職年月を 29 年 10 月と記入されていることが確認できるが、

当該履歴書は、申立人の妻が記入したものであり、同者は、「申立人が今

までどのような経歴であったかが分かるようにと記入しておいた。」とし

ている上、「何を根拠に記入したかは覚えていない。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

    

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 3228 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年  月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間   ： 昭和 43 年４月から 44 年３月まで 

    厚生年金保険の被保険者期間を照会したところ、Ａ院（Ｂ地）の被保

険者期間が全く無かった。正社員（Ｃ）で勤務していたので、厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間に勤務したとするＡ院（現在は、Ｄ院）の理事長に照

会したところ、「申立人の申立期間の資格取得、喪失届等については、厚

生年金保険の適用年月日が昭和 44 年 12 月１日のため、申立てどおりの届

出を行っていない。勤務実態は、当時の資料が残っていないため不明。」

と回答している。 

また、健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、Ａ院が厚生年金

保険の適用事業所となったのは昭和 44 年 12 月１日となっており、申立

期間において適用事業所としての記録は確認できない。 

さらに、申立人が唯一の同僚として記載した一人（経理担当者）は、

「厚生年金保険に加入したのは、昭和 44 年 12 月１日からで、申立人は

それ以前にＣとして勤務していたが、加入前に退職したため、同保険に

は加入していない。」と回答している上、申立人の申立期間における雇

用保険の被保険者記録も無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる給与明細書等の関連資料は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。    



  

埼玉厚生年金 事案 3229 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年  月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 35 年９月１日から 36 年 12 月１日まで 

    社会保険庁（当時）からねんきん特別便が届き、以前勤務した株式会

社Ａの厚生年金保険の加入期間が３か月のみであった。同社に約２年以

上勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について継続して株式会社Ａに勤務していたと申し

立てているが、申立期間当時の状況を記憶している同僚は、「申立人が申

立期間に勤務していたかどうかについては不明。」としている上、元事業

主及び事業主の長女（当時社会保険業務を担当）は既に亡くなっており、

勤務実態を確認することができない。 

また、その他の同僚 10 人についても死亡又は住所不明等で、申立人の

勤務実態に係る供述を得られず、確認することができない。 

   さらに、Ｂ社会保険事務所（当時）の当該事業所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿において申立期間及びその前後の期間に申立人の氏名

は見当たらず、健康保険証の番号に欠番も無い。 

   加えて、申立期間に係る給与明細書等の資料が無く、申立人が給与から

厚生年金保険料を控除されていたことを確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 3230 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年  月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間   ： 昭和 32 年８月ころから 34 年４月ころまで 

    社会保険庁（当時）からねんきん特別便が届き、以前勤務した株式会

社Ａの厚生年金保険の加入期間が全くなかった。申立期間については、

同社に店員として勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持している当時の写真から、期間の特定はできないものの、

申立人が申立期間において株式会社Ａに店員として勤務していたものと推

認できる。 

しかしながら、申立期間当時の状況を記憶している同僚は、「申立人

が申立期間に勤務したかどうかについては不明で、女性は、アルバイト

が多かった。」としている上、元事業主及び事業主の長女（当時社会保

険業務を担当）は既に亡くなっており、勤務実態を確認することができ

ない。 

また、その他の同僚 10 人についても死亡又は住所不明等で、申立人の

勤務実態に係る供述を得られず、確認することができない。 

   さらに、Ｂ社会保険事務所(当時)の当該事業所に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿において申立期間及びその前後の期間に申立人の氏名は

見当たらず、健康保険証の番号に欠番も無い。 

   加えて、申立期間に係る給与明細書等の資料が無く、申立人が給与から

厚生年金保険料を控除されていたことを確認することができない。 

なお、申立人は、申立期間後の昭和 34 年５月 10 日から 42 年８月 26

日までの厚生年金保険被保険者期間については、既に脱退手当金を 43 年



  

２月９日に受給していることを認めている。 

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 3233 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 12 年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 10 年 10 月１日から 11 年１月５日まで 

             ② 平成 11 年 10 月１日から 12 年１月 11 日まで 

    平成９年４月にＡ株式会社を定年退職し、同年５月８日から関連子会

社であるＢ株式会社に移り 11 年９月 29 日まで継続して勤務した。その

後、同年 10 月１日からはＡ株式会社の下請会社である株式会社Ｃに移

り勤務を続けたが、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が無い。申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、Ｂ株式会社に平成９年５月８日から

11 年９月 29 日まで継続して勤務したが、10 年 10 月１日から 11 年１月５

日までの期間について厚生年金保険被保険者期間が無いと申し立てている。 

   しかし、Ｂ株式会社から提出された平成 10 年度分賃金台帳及び 11 年１

月分給与明細書によると、申立期間①の給与は支払われておらず、厚生年

金保険料も控除されていないことが確認できる。 

また、申立人に係る雇用保険の被保険者記録から、Ｂ株式会社の資格

取得日は平成９年５月８日、離職日は 10 年９月 30 日、資格取得日は 11

年１月５日、離職日は同年９月 29 日の記録が確認でき、申立期間①の加

入記録は確認できない。 

   さらに、Ｂ株式会社から提出された「厚生年金保険被保険者資格取得確

認および標準報酬決定通知書」及び同被保険者資格喪失確認通知書による

と、被保険者資格取得日は平成９年５月８日、資格喪失日は 10 年 10 月１

日、資格取得日は 11 年１月５日、資格喪失日は 11 年９月 30 日と記載さ

れ、オンライン記録と一致する上、同社は申立人の申立期間①に関する厚



  

生年金保険の届出は行っていないと回答している。 

   加えて、Ｄ組合の回答によると、平成 10 年 10 月１日に、同健康保険組

合の任意継続被保険者資格を取得し、11 年１月５日に資格喪失している

ことが確認できる。 

   申立期間②については、申立人は株式会社Ｃに平成 11 年 10 月１日から

19 年４月７日まで継続して勤務したが、11 年 10 月１日から 12 年１月 11

日までの期間について厚生年金保険被保険者期間が無いと申し立てている。 

   しかし、申立人が記憶している同社の同僚３人に確認したところ、二人

の同僚は、申立人は申立期間②には勤務していなかったと回答している。 

また、申立人に係る雇用保険の被保険者記録から、株式会社Ｃの資格

取得日は平成 12 年１月 11 日、離職日は 21 年４月 10 日の記録が確認で

き、申立期間②の加入記録は確認できない。 

   さらに、株式会社Ｃから提出された「厚生年金保険被保険者資格取得確

認および標準報酬決定通知書」及び同被保険者資格喪失確認通知書による

と、被保険者資格取得日は平成 12 年１月 11 日、資格喪失日は 19 年４月

７日と記載され、オンライン記録と一致する上、同社は申立人の申立期間

②に関する厚生年金保険の届出は行っていないと回答している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 3234 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住        所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： ① 昭和 32 年２月から 34 年３月まで                

             ② 昭和 34 年４月から 36 年３月まで 

    申立期間①は、Ａ地にあった有限会社Ｂで、申立期間②は、Ｃ区にあ

った株式会社Ｄでそれぞれ勤務したが、その間の厚生年金保険の記録が

無い。両期間の厚生年金保険料は事業主により控除されていたので、申

立期間について厚生年金保険の被保険者期間であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人が勤務していたとする有限会社Ｂは、申立

人の申し立てた所在地を管轄する法務局に商業登記簿が無い上、オンライ

ン記録及び適用事業所名簿から、同社が厚生年金保険の適用事業所であっ

たことの確認ができない。   

また、類似名称のＡ地に所在する有限会社Ｅ及びＦ市に所在するＧ株式

会社に対し、有限会社Ｂという名称の時代があったか照会したが、別の事

業所であるとの回答だった。 

さらに、Ｈ商工会議所Ｉ支部Ｊ商工会及びＫ協会に申立事業所について

照会したが、該当する事業所は記録に残っていないと回答している。 

加えて、申立人は、当時の申立事業所における事業主の名字のみの記憶

である上、同僚の氏名の記憶も無いとしているため、これらの者から申立

人の勤務の実態や厚生年金保険料の控除について供述を得ることができな

かった。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



  

申立期間②について、申立人が勤務していたとする株式会社Ｄは、申立

人の申し立てた所在地を管轄する法務局に商業登記簿が無い上、オンライ

ン記録及び適用事業所名簿から、同社が厚生年金保険の適用事業所であっ

たことの確認ができない。  

また、Ｌ商工会議所Ｍ支部及びＮ商工会に申立事業所について照会した

が、該当する事業所は記録に残っていないと回答している。 

さらに、申立人は、当時の申立事業所における事業主及び同僚の名字の

みの記憶であるため、これらの者から申立人の勤務の実態や厚生年金保険

料の控除について供述を得ることができなかった。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 3235 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 11 年生 

        住        所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 33 年２月 20 日から同年６月１日まで 

    私は、昭和 32 年８月１日から 33 年８月 30 日に厚生年金保険の資格

を喪失するまでずっとＡ株式会社に勤務していた。しかし、後に夫とな

る同じ会社に勤務していたＢと同日の昭和 33 年２月 20 日が資格喪失日

となっており、同年６月１日まで記録が無い。申立期間について厚生年

金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和32年８月から33年８月まで申立人のおじであるＣ氏が社

長をしていたＡ株式会社に、社長宅に住み込みをしながら継続して勤務し

ていたとしているが、同社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者

名簿から確認できる同僚に照会したものの、５人から回答があったが、申

立人の申立期間における勤務実態を推認することはできなかった。 

また、Ａ株式会社は、昭和34年２月21日に厚生年金保険の適用事業所で

なくなっており、健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿に記載され

ている事業所の所在地を管轄する法務局に商業登記簿の保管も無く、申立

人のおじであるＣ氏は死亡している上、申立期間当時の役員の所在を確認

することができないため、申立人が申立期間において同社に継続して勤務

していたことを確認できる人事記録等、及び厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていた事実を確認できる関連資料を得ることができな

い。 

さらに、申立人が経理担当者だったとする同僚については、死亡又は所

在が不明であるため、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の事務手続に

ついて供述を得ることができなかった。 



  

加えて、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿

に記載されている申立人の資格取得日及び資格喪失日は、オンライン記録

と一致している上、昭和33年２月20日から同年６月１日まで健康保険証の

番号は連番となっており欠番は無く、申立人の氏名は見当たらない上、訂

正等の痕跡は認められない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 3239 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年  月 日  ： 大正５年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： ① 昭和 34年 11月１日から 36年 12月 31日まで 

 ② 昭和 37年８月１日から 46年 10月 31日まで 

 ③ 昭和 46年 11月１日から 53年３月 16日まで 

株式会社Ａに勤務していたころの給与は 42 万円から 43 万円で、Ｂ美

術館、Ｃ美術館に勤務していたころの給与は 40 万円から 50 万円ぐらい

もらっていた記憶があるので、標準報酬月額を調査していただき、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①の株式会社Ａ、申立期間②の美術館を運営していたＤ株式会

社及び申立期間③のＥ社に係る申立人の被保険者記録回答票により、すべ

ての申立期間について、当時、申立人と同じ職種であったとされる複数の

同僚の標準報酬月額は、申立人と同額又はほぼ同額であることが確認でき

る。 

また、当時の同僚は、「当時、支給されていた給料額について、はっき

り覚えていないが、自分についての年金の記録に間違いがあるとは思って

いない。」旨を供述しているほか、株式会社Ａ、Ｄ株式会社及びＥ社の申

立人に係る事業所別被保険者名簿において、標準報酬月額が遡及
そきゅう

して訂正

された痕跡は確認できない。 

さらに、申立期間②及び③については、Ｅ社が保管する昭和37年及び39

年分所得税源泉徴収簿並びに51年９月及び53年１月分の給与支給表による

と、申立期間②及び③のうち、37年１月から同年12月までの期間、39年１

月から同年12月までの期間、51年９月及び53年１月における厚生年金保険



  

料の控除額に見合う標準報酬月額は、申立人の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿に係る標準報酬月額と一致していることが確認できる。 

加えて、オンライン記録では株式会社Ａは平成７年３月21日に厚生年金

保険の適用事業所でなくなっており、申立期間①の賃金台帳等は、既に廃

棄され確認できないものの、申立人とともに働いていた事業主の長男は、

給料の水準は当時の物価ともかけ離れず、適正な給与が支払われていたと

供述している。 

また、Ｄ株式会社及びＥ社の事業主は、申立期間②及び③の所得税源泉

徴収簿及び給与支給表の資料については一部であり大半の記録はまだ保管

されていること及び当時の給与については、会社の姿勢として法律を順守

し、社員の生活の安定を考慮して適正な水準で支給されているものである

ことを供述している。 

このほか、すべての申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、すべての申立期間についてその主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 3240 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年９月１日から 54 年３月 31 日まで 

    昭和 52 年４月から 54 年３月まで幼稚園教諭の資格を取得するためＡ

校のＢ部に通学しており、学校の先生からの紹介で、この間 52 年９月

から 54 年３月 30 日までＣ幼稚園に勤務していた。被保険者記録照会回

答票によると、同幼稚園での厚生年金保険の被保険者記録が無いので、

調査して被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する昭和 54 年分の給与所得の源泉徴収票に、「Ｃ幼稚園 

昭和 54 年３月 30 日退職」との記入があること、及びＣ幼稚園が保管す

る開園からの歩みをまとめた記念誌の昭和 53 年度教職員欄に申立人の氏

名が確認できることから判断すると、申立人が申立期間に同園に勤務し

ていたことは推認できる。 

しかし、Ｃ幼稚園は、申立期間当時、Ｄ団の対象事業所であり、厚生

年金保険の適用事業所としての記録が無い。 

また、当該源泉徴収票に記入された社会保険料の金額と、昭和 54 年４

月１日から勤務したＥ市での同年４月から同年 12 月までの報酬月額に見

合うＦ組合員負担分の共済掛金の合計額とが合致することから、申立期

間のうち同年１月から同年３月までの期間については、厚生年金保険料

を控除されていなかったことが確認できる。 

さらに、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除については、明確な記憶が無く、これを確認できる関連資

料及び周辺事情も見当たらない。 

なお、当該事業所では、教諭の資格を所持していない者は臨時雇用扱



  

いのため、申立人をＤ団に加入させなかったとしているところ、申立人

は、教諭の資格を取得したのは昭和 54 年３月 20 日であり申立期間当時

教諭の資格は所持していなかったとしており、当該Ｄ団にも加入記録が

無い上、申立人の当該事業所での雇用保険被保険者としての記録も見当

たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 3242 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57 年 12 月ころから 59 年７月ころまで 

                         ② 昭和 59 年から 61 年４月１日まで 

    申立期間①はＡ株式会社に勤務しており、申立期間②は株式会社Ｂに

勤務していたが、厚生年金保険の加入記録が無い。両申立期間ともに厚

生年金保険に加入していたはずなので、被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、上司及び同僚の供述により、期間の特定はで

きないものの、申立人は申立期間①においてＡ株式会社に勤務していた

ことが推認できる。 

しかしながら、申立人が氏名を記憶している上司及び同僚３人の供

述によると、いずれも申出をしないと会社は厚生年金保険への加入手

続をしなかったとしており、そのうちの同僚二人は自身の入社日から

２年又は 11 年後に加入したとしている。 

また、申立期間①に係る申立人の雇用保険被保険者記録は存在しな

い。 

さらに、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（マ

イクロ原票）において、申立期間①に申立人の氏名等の記録は無く、

かつ、健康保険番号の欠番も無い。 

加えて、事業主に照会したが、申立期間①当時の資料は既に廃棄し

ており、申立の事実については不明との回答である。 

 

２ 申立期間②については、同僚の供述により、期間の特定はできないも



  

のの、申立人は申立期間②に株式会社Ｂに勤務していたことが推認でき

る。 

しかしながら、申立人が記憶している同僚の供述によると、入社後

一定期間経過後、希望した場合に会社は厚生年金保険に加入させてい

たとしており、当該同僚は自身の入社日から４年後に加入したとして

いる。 

また、申立期間②に係る申立人の雇用保険被保険者記録は存在しな

い。 

さらに、株式会社Ｂに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（マ

イクロ原票）において、申立期間②に申立人の氏名等の記録は無く、

かつ、健康保険番号の欠番も無い。 

加えて、事業主に照会したが、申立期間②当時の資料は既に廃棄し

ており、申立ての事実については不明との回答である。 

 

３ このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 3243 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年  月 日 ： 昭和３年生 

    住        所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 昭和 46 年ころから 47 年ころまで 

             ② 昭和 60 年ころから 63 年ころまで 

    厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間について

厚生年金保険に加入していた事実が無い旨の回答を社会保険事務所（当

時）からもらった。 

申立期間①及び②については、Ａ株式会社に勤務していたので、申

立期間について被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、複数の同僚の供述から、期間の特定はできな

いものの、申立人がＡ株式会社に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、申立人がＡ株式会社に実際に勤務した期間は、申立

人が本件申立てに先立って昭和 45 年から 47 年までＢ株式会社に勤務

していたとしてその記録の回復を申し立てていた件に係る平成 21 年７

月 23 日付け当委員会からの訂正不要の通知において、45 年５月 21 日

から 47 年２月 20 日までＢ株式会社に勤務していたことが認められて

いることから、申立人の主張する期間とは大きく相違していると考え

られる。 

    また、Ａ株式会社の健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオンライ

ン記録（職歴審査照会回答票）において、申立人の氏名は無く、健康保

険の番号も連番で欠番は無い。 

 

２ 申立期間②については、申立人の雇用保険の被保険者記録により、

申立人は、申立期間②を含む昭和 58 年８月１日から平成 10 年 12 月



  

20 日まで申立てに係る事業所とは異なる有限会社Ｃに勤務していたこ

とが確認できる。 

  また、申立期間②当時、Ａ株式会社に勤務していた者に同僚照会す

るも回答を得ることができなかった。 

なお、有限会社Ｃは平成元年５月 10 日に厚生年金保険の適用事業所

となり、14 年７月１日に適用事業所でなくなっているところ、申立人

は、同事業所が適用事業所となった日に同事業所の厚生年金保険の資

格を取得しており、それ以前の同事業所における勤務については、期

間の特定はできないものの、元事業主及び複数の同僚の供述から同事

業所に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、有限会社Ｃの元事業主及び同事業所が適用事業所と

なる前から同事業所に勤務していた複数の同僚は、同事業所が適用事

業所となる前は国民年金に加入し国民年金保険料を納付しており、か

つ、当該同僚のうちの一人は、厚生年金保険料は給与から控除されて

いなかったと供述している上、同社の元事業主は、同事業所が適用事

業所となる前の期間について、申立人の資格取得及び喪失の届出、保

険料の控除及び納付を行っていないと供述している。 

 

３ さらに、申立期間①及び②当時の事業主は、既に亡くなっており、

申立内容を確認することができない。 

加えて、申立人が申立期間において、厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていた事実を確認できる給与明細等の資料は無い。 

 

４ このほか、申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につい

て、確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

５ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 



  

埼玉厚生年金 事案 3245 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年 11 月ころから 36 年３月 31 日まで 

    当時、Ａとして、冬はＢ地で仕事をしていた。昭和 35 年 11 月ころか

ら 36 年３月末日まで、Ｃ地のＤ株式会社に勤務し、書籍の梱包・発送

業務をしたが、厚生年金保険の記録が無いので申立期間について被保険

者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立内容及び同僚の供述により、期間の特定はできないものの、

申立人は申立期間当時においてＤ株式会社（現在は、株式会社Ｅ）に勤務

していたことがうかがえる。 

しかしながら、申立人が記憶する同郷の同僚として名前を挙げた５人

のうち二人について、申立期間におけるＤ株式会社に係る厚生年金保険

被保険者記録は見当たらない。 

また、当時の同僚のうち、Ｆであったと回答した７人中４人が雇用保

険に加入していたとし、３人は不明としているが、同僚の一人は、雇用

保険は６か月で受給できたため、Ｆはそれを前提にして 11 月から翌年４

月まで勤務したとしているところ、申立期間における申立人の雇用保険

に係る記録は無い。 

さらに、Ｄ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立期間に欠番は無く、申立人の記録は無い上、申立人が申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確

認できる給与明細書等の資料は無い。 

   加えて、Ｄ株式会社は､申立人の勤務状況等については、申立期間当時

の勤務及び厚生年金保険に係る記録が無く回答不能としているほか、同僚



  

等の記憶する現場責任者及び担当者はすべて故人となっており、勤務状況

について供述を得ることができない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 3246 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年４月１日から同年 10 月１日まで 

    昭和 47 年４月１日に有限会社Ａに入社した際、厚生年金保険適用事

業所になっていなかったが、すぐに加入するからとのことで、保険料は

入社時から控除されていた。半年後に健康保険証が届いたが、厚生年金

保険は継続して加入しているものと思っていたのに、申立期間の記録が

無いので、当該期間について被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立内容及び同僚の供述から、申立人は、期間の特定はできな

いものの、有限会社Ａに勤務していたことがうかがえる。 

   しかしながら、健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、有限会社

Ａは、昭和 47 年 10 月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申

立期間当時は適用事業所ではない。 

   また、有限会社Ａは平成７年 11 月 30 日に厚生年金保険の適用事業所で

はなくなっている上、申立期間当時の事業主及び経理を担当していたその

妻は既に亡くなっており、事業に従事していた事業主の息子は、事業は廃

業し、当時の帳簿等の記録は残っておらず、保険料を控除していたかは分

からないとしている。 

さらに、新規適用時に資格を取得した者は同日付けで入社した者を含

めて７人であるが、二人は故人、一人は回答が無く、適用事業所となる

前に控除があったかどうか供述が得られないものの、事業主の息子及び

その妻については、新規適用の前月まで、それぞれ国民年金の第１号被

保険者として保険料を納付していたことが確認できる。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与



  

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 3247 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住        所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22 年５月から 26 年５月まで 

             ② 昭和 27 年６月から 33 年７月１日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の被保険者記録について照会

したところ、申立期間について厚生年金保険の被保険者記録が確認でき

ない旨の回答を得た。申立期間①については、株式会社Ａに昭和 22 年

５月から 26 年５月まで勤務し、Ｂの業務に従事した。申立期間②につ

いては、有限会社Ｃに 27 年６月にＤとして入社し、36 年８月まで勤務

した。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人の勤務内容に係る詳細な供述及び提出

した資料により、期間の特定はできないものの、申立人が、株式会社Ａ

に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、適用事業所名簿により、株式会社Ａは、申立期間①

後の昭和 30 年６月１日に厚生年金保険の適用事業所になっていること

が確認できる。 

また、事業主は、当時の資料は残ってないため、勤務実態及び保険

料控除に関しては不明と回答している。 

さらに、昭和 30 年６月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得した

複数の同僚に照会したところ、入社日を記憶している者は、いずれも

申立期間①以降であるため、申立人を記憶している者はいないが、複

数の同僚が、厚生年金保険に加入する前は給与から保険料は控除され



  

てなかったと供述している。 

加えて、同僚の一人は、自分が厚生年金保険の適用事業所の手続を

したとしており、「厚生年金保険に加入したことにより、給与から保

険料が控除され、手取りが少なくなったと苦情を言われた。」と供述

している。 

その上、申立人が記憶する複数の同僚についても、株式会社Ａにお

ける厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

 

  ２ 申立期間②については、適用事業所名簿により、有限会社Ｃは、申立

期間後の昭和 33 年７月１日に厚生年金保険の適用事業所になっている

ことが確認できる。 

また、事業主は、会社は倒産し、当時の資料は残ってないため、勤

務実態及び保険料控除に関しては不明と回答している。 

さらに、申立人と同様に昭和 33 年７月１日に厚生年金保険被保険者

資格を取得した複数の同僚に照会するも、回答は無く、申立期間②に

おける勤務実態及び保険料控除について確認することができない。 

 

３ このほか、申立期間について、各事業主により、厚生年金保険料を

給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

 

４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 



  

埼玉厚生年金 事案 3248 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26 年 12 月ころから 28 年４月ころまで 

    社会保険庁（当時）の記録では、昭和 28 年９月から同年 11 月まで厚

生年金保険の加入期間となっているが、26 年 12 月ころから 28 年４月

ころまでの期間についても同年９月から同年 11 月まで勤務した事業所

と同じＡ社に勤務していたのに加入記録が無い。 

調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していたとするＡ社は、商業登記簿謄本が無く、申立人が

申し立てている所在地（Ｂ県Ｃ区）において確認することができない。 

また、健康保険厚生年金保険適用事業所名簿及び適用事業所索引簿にお

いて、当該事業所と同名又は類似の名称の厚生年金保険適用事業所を２社

確認できたが、これら２社はいずれもＢ県以外に所在しており、申立人が

勤務していたとするＡ社が厚生年金保険の適用事業所であったことを確認

することができない。 

さらに、申立人は否定しているものの、申立人が昭和 28 年９月から同

年 11 月まで勤務したとする事業所は、健康保険厚生年金保険事業所別被

保険者名簿により、Ｄ社（所在地は、申立人が供述しているＡ社の所在地

とほぼ同じ。）であることが確認できることから、申立人が申立期間に勤

務したとする事業所はＤ社であったと推認されるが、当該事業所の同名簿

においても、申立期間に係る申立人の記録は見当たらない。 

なお、Ｄ社の事業主及び同僚 13 人については連絡先が不明であること

から当時の事情を確認することができず、また、連絡先が確認できる同

僚一人に照会をしたが回答を得られなかった。 



  

加えて、申立期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 3249 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 15 年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 38 年 12 月 30 日から 41 年３月 22 日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所(当時)に照会したところ、

Ａ社に勤務していた申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。同

社に勤務していたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間にＡ社で勤務し、厚生年金保険に加入していたと主

張している。 

   しかしながら、申立人が、申立期間勤務していたとするＡ社は、社会保

険事務所(当時)において、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、

また、同社の所在地を管轄する法務局に商業登記の記録も無い。 

   また、申立人は、Ａ社では、事業主と申立人の二人で勤務していたと供

述しているが、事業主の氏名を記憶していないため、同社における申立人

の勤務の状況や厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   さらに、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついては、申立人に明確な記憶が無く、このほか、申立人の申立期間にお

ける厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



  

埼玉厚生年金 事案 3252 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 
１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 
２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年 11 月 10 日から 55 年６月 30 日まで 

    昭和 53 年 11 月から 55 年６月まで、株式会社Ａの派遣社員として、

Ｂ店のＣに勤務していた。同社に勤務していた当時、健康保険料や厚生

年金保険料など給与から控除されていた。同社に勤務していた期間を厚

生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた、株式会社Ａの派遣先であるＢ店の同僚（Ｂ店の

正社員であり、申立人の記憶していた同僚）は、期間の特定はできないも

のの、申立期間当時、申立人はＣのＤとして同店に勤務していたと供述し

ている。 

しかしながら、株式会社Ａは、「申立人の在籍を確認する資料など残っ

ていないため、申立人を雇用していたかは不明である。また、申立人につ

いては、厚生年金保険被保険者資格取得の届出は行っていない。さらに、

当社には当時、複数の雇用形態があったが、申立人については、在籍、雇

用区分等を確認することができず不明である」と回答しており、申立人と

株式会社Ａとの雇用の有無や雇用形態などは確認できない。 

また、Ｅ基金及びＦ組合からも、申立人が加入した記録は無いとの回答

があった。 

さらに、雇用保険被保険者照会においても、申立人が株式会社Ａで雇用

保険に加入していた記録は確認できなかった。 

加えて、申立人の申立期間当時、株式会社Ａで厚生年金保険の被保険者

資格を取得した元従業員 11 人（Ｂ店に派遣された従業員は含まない）に

照会したところ６人から回答があり、このうち二人は株式会社Ａの派遣社



  

員であったとの回答があったが、３人は派遣社員でなく技術職の社員で、

残りの一人については雇用形態については不明である。 

また、派遣先のＢ店の正社員である同僚からは、「派遣社員の場合は、Ａ

が派遣先地区の派遣会社に依頼し、派遣会社から店舗に派遣するため、雇

用形態などについては不明である」との回答があった。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により厚生年金保険料を給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる周辺事情

は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 3253 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立  期 間 ： 昭和 40 年 12 月 16 日から 43 年まで 

  私は、昭和 38 年３月 30 日から 43 年まで、Ａ株式会社Ｂ工場（現在

は、Ｃ株式会社）に継続して勤務し、その間給料から厚生年金保険、健

康保険等社会保険料を控除されていたが、申立期間の被保険者記録が無

い。申立期間が厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人は、Ａ株式会社Ｂ工場に継続して勤務してい

たと申し立てているが、申立人に係る雇用保険の離職日は昭和 40 年 12 月

15 日であり、同社Ｂ工場の健康保険厚生年金保険被保険者原票の資格喪

失日（退職日の翌日）と合致することが確認できる。 

また、事業主は、「申立人に係る当時の人事記録などの関係書類が保管

されておらず、在籍を確認できる資料は現存していない。また、申立人が

入寮していたと申し立てている当社社員寮に係る資料も現存していな

い。」と回答している上、Ｄ組合も、「申立人に係る健康保険組合の加入

記録については、資料の保存期限が経過しているため確認ができない。」

と回答している。 

さらに、複数の同僚は、申立人が同社Ｂ工場に勤務していたと供述して

いるものの、期間については、「不明である。」と供述していることから、

申立人の申立期間における勤務を確認することはできない。 

加えて、昭和 43 年４月１日設立のＥ基金（現在は、Ｆ基金）及びＧ会

（現在は、Ｈ会）の加入員記録から、申立人の申立期間の記録は確認でき

ない。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から



  

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 3254 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 平成 14 年７月１日から 20 年 12 月 12 日まで 

Ａ株式会社に勤務していた上記申立期間に、賞与を分割して毎月支払

われていたが、当該賞与分割分についてオンライン記録上の標準報酬月

額に反映されていないので、標準報酬月額を訂正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出を受けた給与明細書、事業主から提出を受けた給与所得

退職所得に対する所得税源泉徴収簿、雇用保険の被保険者記録及び事業主

の供述により、申立人は、申立期間について、オンライン記録上の標準報

酬月額と比較して高額の月額報酬（賞与分割分を含む）の支給を受けてい

たことが確認できる。 

しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決

定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源

泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬

月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、当該給与

明細書における厚生年金保険料控除額及び上述の給与所得退職所得に対す

る所得税源泉徴収簿における社会保険料等の控除額に見合う標準報酬月額

とオンライン記録上の標準報酬月額とが一致していることから、特例法に

よる保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 3257 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年７月 26 日から同年８月１日まで 

             ② 昭和 50 年４月３日から同年 12 月３日まで 

    申立期間①のＡ株式会社（現在は、株式会社Ｂ）では、昭和 39 年４

月１日から 47 年７月 31 日までの間、正社員としてフルタイムでＣの業

務を行っていた。給与からは寮費、所得税及び厚生年金保険料などの社

会保険料を控除されていた。47 年７月 31 日の退職時に１か月分の給与

と夏のボーナスをもらった記憶があり、末日まで勤務していたことは間

違いないので被保険者期間として認めてほしい。 

  申立期間②のＤ株式会社（現在は、Ｅ株式会社）には、昭和 50 年４

月３日から勤務したが、同年 12 月３日ころからは本社勤務からＦ地所

在のＧ勤務に異動となった記憶もあり、51 年４月６日まで勤務した。

給与からは食券代、所得税及び厚生年金保険料などの社会保険料を控除

されていたので、この間を被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人はＡ株式会社に継続して勤務していたと

申し立てているが、申立人に係るＡ株式会社の雇用保険の資格喪失日は

昭和 47 年７月 25 日であり、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿の資格喪失日と合致することが確認できる。 

また、株式会社Ｂは、「人事関係資料が保管されていないため、採用

年月日及び退社年月日などについては不明である。また、当時の給与の

締め日、支払日及び保険料の控除方法についても不明である。」と回答

している。 

    さらに、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から申

立期間当時に厚生年金保険に加入していることが確認できる４人の同僚

に照会したところ、回答のあった３人全員が申立人の退社年月日につい



  

ては、｢不明である。｣と供述していることから、申立人の申立期間にお

ける勤務を確認することはできない。 

なお、同僚調査で回答のあった上記３人の同僚が記憶している自身の

入社日及び退社日と厚生年金保険との関係を照合したところ、全員の退

社日と資格喪失日が合致していることが確認できる。 

 

  ２ 申立期間②について、申立人はＤ株式会社に継続して勤務していたと

申し立てているが、申立人に係るＤ株式会社の雇用保険の取得日は昭和

50 年 12 月３日であり、Ｈ基金が保管する申立人の基金加入記録の資格

新規取得日は同年 12 月３日となっていることから、Ｄ株式会社の健康

保険厚生年金保険被保険者名簿の資格取得日と同日であることが確認で

きる。 

    また、事業主は、「事業所に保管されている人事関係資料は、昭和

51 年 10 月１日現在のものであることから、申立期間の資料は存在しな

いため勤務の有無等すべてに関して確認できない。申立期間については

アルバイト等の雇用形態だったことも考えられる。」と回答しており、

Ｉ組合でも、「文書保管期限が経過しているため、不明である。」と回

答している。 

    さらに、Ｄ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から申

立期間当時に厚生年金保険に加入していることが確認できる４人に照会

したが、回答のあった二人とも申立人のことを記憶しておらず、申立期

間の勤務実態及び厚生年金保険料が控除された事実をうかがわせる供述

は得られなかった。 

なお、同僚調査で回答のあった上記二人の同僚が記憶している自身の

入社日及び退社日と厚生年金保険との関係を照合したところ、二人の入

社日と資格取得日が合致していることが確認できる。 

 

  ３ 申立人の申立期間について、事業主により給与から厚生年金保険料を

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

    このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

 ４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料

を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 


